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   議事日程第２号      第３回定例会 

   令和元年９月４日（水）  午前９時３０分開議 

 

   再  開 

日程第 １ 一般質問 

   散  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第２号に同じ 

 

 

 

   再    開     午前９時３０分 

 

○柏倉信一議長 おはようございます。 

  ただいまから本会議を再開いたします。 

  本日の欠席通告議員はありません。 

  出席議員は定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

  なお、報道機関より本定例会における写真撮

影及び録音の申し出があり、議長においてこれ

を許可しております。 

  本日の会議は、議事日程第２号によって進め

てまいります。 

 

一 般 質 問 

 

○柏倉信一議長 日程第１、これより一般質問を

行います。 

  通告順に質問を許します。質問時間は、１議

員につき答弁時間を含め60分以内となっており

ますので、要領よくかつ有効に進行されますよ

うお願いいたします。 

  この際、執行部におきましても、質問者の意

をよく捉えられ、簡潔にして適切に答弁される

よう要望いたします。 

 

 

 一般質問通告書   

 令和元年９月４日（水）                         （第３回定例会） 

番号 質 問 事 項 要          旨 質  問  者 答 弁 者 

１ 笑顔あふれる健康

長寿社会さがえの

地域包括ケアシス

テム構築について 

（１）高齢者福祉計画・第７期介護保険

事業計画の実施状況について 

（２）特別養護老人ホームの整備と入所

待機者の解消について 

（３）独り暮らし高齢者の介護予防と熱

中症対策について 

（４）介護施設で働く労働者の離職対策

とさらなる処遇改善について 

８番 

渡 邉 賢 一 

市 長 
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番号 質 問 事 項 要          旨 質  問  者 答 弁 者 

２ 世界に誇れる、日

本一魅力ある観光

拠点「チェリーラ

ンド再整備計画」

について 

（１）チェリーランド再整備の浸水対策

について 

（２）チェリードームの撤去と新たな屋

内型子ども向け施設の整備・管理運

営について 

（３）道の駅の機能強化とカフェ事業者

等への賃貸ついて 

（４）国際チェリーパークの利活用と観

光農業振興について 

（５）史跡「慈恩寺」や憩いのスポット

「二の堰親水公園」とのアクセス強

化について 

 市 長 

 

３ 

 

 

４ 

公共施設の冷房使

用について 

 

島地区に建設予定

の温水利用型健康

運動施設について 

（１）市役所、文化センター等の冷房使

用期間について 

（２）小中学校の冷房設置について 

（１）進捗状況について 

（２）断層に対する安全性について 

（３）土地の賃借料について 

（４）施設の利用料金について 

（５）設計について 

（６）施設内の物販等について 

（７）交通量増加に伴う道路整備について 

３番 

鈴 木 みゆき 

 

市 長 

教 育 長 

 

市 長 

５ チェリーランドの

芝生広場について 

（１）芝生広場の整備計画について 

（２）芝生広場におけるグラウンドゴル

フの設備について 

５番 

月 光 裕 晶 

市 長 

６ 市民向けのガイド

ブックについて 

 ガイドブック（くらしの便利帳）の発

行について 

 市 長 

７ ふるさと納税の現

状について 

（１）さくらんぼの充足について 

（２）クレーム数と内容について 

（３）降ひょう被害にあった果物の取り

扱いについて 

（４）ふるさと納税繁忙期の状況について 

６番 

後 藤 健一郎 

市 長 

８ 園外保育ルートと

通学路の安全確保

について 

（１）園外保育ルートと通学路の安全確

保について 

（２）継続的な点検と、関係機関の情報

共有について 

 市 長 

教 育 長 
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番号 質 問 事 項 要          旨 質  問  者 答 弁 者 

（３）新興住宅地周辺の道路状況について 

 

 

渡邉賢一議員の質問 

 

○柏倉信一議長 通告番号１番、２番について、

８番渡邉賢一議員。 

○渡邉賢一議員 社会民主党、市民クラブの渡邉

賢一であります。 

  まず、このたびの九州北部豪雨により被災さ

れました皆様に心よりお見舞い申しあげますと

ともに、亡くなられた方々に衷心よりお悔やみ

申しあげます。 

  久々のトップバッターとして質問させていた

だきますが、初めに、寒河江まつりも近づいて

きましたけれども、今夏の参議院選は食料需給

と地域農業の問題、地域医療と介護の問題、家

計を直撃する消費税増税問題、平和と民主主義

の問題について市民の審判を受ける、極めて重

要な選挙でございました。特に、数に物を言わ

せ議論を軽視し、何でも強引に進めてきた安倍

自公政権の政権運営について、また平和憲法の

改憲を許していいのかを国民に問う、極めてこ

れまた重要な選挙だったというふうに思います。 

  県全体の投票率は60.74％、本市は60.55％で

ありました。約４割の方が投票されなかったと

いう、そういう選挙結果について、与党を初め

とする改憲勢力が過半数を占めましたが、非改

選と合わせても３分の２割れになりました。特

に、本県を含め全国32の１人区では全選挙区で

候補者の一本化、野党共闘を実現し、前回の11

名には及ばなかったものの、10名の当選をかち

取ることができました。ちょうどさくらんぼの

収穫時期と重なったわけですけれども、市民か

らは「４月の県議選も市議選も無競争だっけか

ら、やっと今回選挙できる」とか、「今の政治

おかしい。強行採決が当たり前のような政治は

許さんね」とか、「老後2,000万円必要とされる

年金問題が争点隠しで先送りされたべ」とか、

「日米貿易交渉による密約は国民をばかにして

いる。またこの不況で消費税増税、複雑過ぎる

仕組みはあり得ないべ」とか、挙げればきりが

ありませんけれども、選挙戦を通じて市民から

怒りの声をたくさんお聞きいたしました。これ

らの声、選挙結果を、我々政治に身を置く者の

１人としてしっかりと謙虚に受けとめなければ

ならないというふうに思います。 

  特に、戦後74年を経過した今、憲法９条に自

衛隊を明記する憲法改悪、この問題、ホルムズ

海峡をめぐる有志連合への自衛隊派遣の問題、

陸上配備型イージスシステム、いわゆるイージ

ス・アショア配備候補地の問題が市民に大きな

不安を与えております。寒河江っ子たちを再び

戦場に送ることのないように、日本を戦争する

国にさせないために、多くの市民の皆さんと護

憲の取り組みを進めていくことを改めて決意す

る次第です。 

  それでは、早速通告順に質問させていただき

ますが、今回も市民から寄せられました貴重な

御意見や素朴な疑問をもとにまとめさせていた

だきましたので、どうか誠意をもって御答弁い

ただきますようお願いを申しあげます。 

  通告番号１番、笑顔あふれる健康長寿社会さ

がえの包括ケアシステム構築についてでござい

ます。 

  （１）の高齢者福祉計画・第７期介護保険事

業計画の実施状況についてお伺いしたいと思い

ます。 

  先日市報にも掲載されましたが、本市の直近

の高齢化率が31.1％となって、地区別では寒河

江地区、西根地区以外は軒並み30％から40％の

状況だということであります。厚生労働省では、
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健康寿命と平均寿命のいわゆるこの差が約10年

あると打ち出しておりますけれども、2017年の

本市の調査では、転倒リスク高齢者の割合が

27.0％、全国の平均32％よりも少ないわけです

けれども、認知症リスク高齢者が46％、これは

全国平均の44.1％よりも多いと発表されており

ます。市立病院や河北病院、介護ケア施設での

サービスを受けられるよう、さらにこの計画を

進めていく必要がありますが、第７期介護保険

事業の全般の進捗状況を踏まえた課題認識につ

いて、市長の御所見をお伺いしたいと思います。 

  具体的には、直近の調査でひとり暮らし高齢

者が寒河江地区を中心に1,393人、高齢者夫婦

世帯が1,707世帯、人数でいうと3,414名、寝た

きり高齢者も518人となり、引き続き厳しい状

況が続いております。今回出されたこの介護保

険特別会計の決算では、歳出総額が43億7,633

万円余りでありますが、要介護認定者に対して

保健福祉、また医療・介護の総合的なサービス

が受けられる体制がつくられているのか、総括

的な御所見をお伺いしたいと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 おはようございます。 

  渡邉議員からは、高齢者福祉計画並びに第７

期の介護保険事業計画の実施状況ということで

お尋ねがありましたが、御案内のとおり、この

計画は３カ年の計画で、ことしが中間年という

ことであります。これは最終年になりますと、

次の計画を立てるいろんな準備をしていかなけ

ればならないということになりますので、今年

はこれまでの実施した事業の検証などを行って

いる、そういう年であろうかというふうに思い

ます。 

  寒河江市の高齢者の現状については、先ほど

議員のほうから直近の高齢化率あるいはひとり

暮らし高齢者数などを御披露いただきましたが、

この傾向は寒河江市のみならず全国的な状況と

いうふうになっているわけでありますけれども、

基本的には高齢者の皆さんが住みなれた地域の

中で健康で安心して生きがいを持って暮らせる、

そういうまちを実現をしていくということが基

本目標になっております。寒河江市の基本計画

も、そういう基本理念を持って、鋭意地域包括

ケアシステムの深化に向けてさまざまな事業を

展開しているのは御承知のとおりでございます。 

  この計画の基本目標に掲げております在宅生

活等を支援する医療・介護連携におきましては、

村山保健所を中心に管内の病院との入退院時の

調整を行うルールづくりを行うなど、連携強化

を行っているところであります。 

  それから、認知症、大変あれも課題になって

いるわけでありますけれども、認知症の初期集

中支援チームによる認知症の早期診断、対応に

よって重度化を防止していく取り組みを進めて

いるところでございます。 

  そのほか、毎月実施をしておりますが、多職

種で検討する地域ケア会議というのがあります

が、ここでは気軽な居場所づくりについて、増

加傾向にはあるけれども、全体的にはまだ不足

しているというような地域課題なども挙げてい

ただいて、そういう意味では非常に活発に機能

しているというふうに認識をしております。 

  それから、介護基盤であります施設整備につ

いて、後ほど御質問もあるようでありますけれ

ども、現在、南部地区に新たな１カ所の小規模

多機能型居宅介護施設の建設に向けて準備が進

められているというふうになっているところで

ございます。 

  今年３月末現在の要介護認定者数というのは

2,223人ということになっております。これは

計画時の推計値より３名程度多い、ほぼ計画ど

おりというふうになっているかと思いますが、

認定率については17.2％と、推計値より0.1ポ

イント下回っているところでございます。介護

保険制度の基本理念、自立支援、認知症予防、

介護予防の面から総合的なサポートについて、
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これは地域包括支援センターを核として進めて

いるところでありまして、我々としてはおおむ

ね順調に推移しているのではないかというふう

に認識しているところでございます。 

○柏倉信一議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 今市長のほうからも出ました要

介護認定者数、平成でいうと37年度については

2,361人というふうになっておりまして、さら

に百数十名がふえていくだろうと見込まれてい

るわけでありまして、ぜひ、今順調にとありま

したけれども、引き続きしっかりと進めていた

だきたいというふうに思います。 

  （２）の特別養護老人ホームの整備について、

今市長のほうからも南部地区の整備も若干ある

ようだということでお聞きしたんですが、３年

前の私の同じ質問で、市長はこう述べられてお

ります。現在というのは平成28年度、2016年度

は、その３施設で260床を有しているんだけれ

ども、第６次、前期の計画で78床を増床して、

トータル338床へ向かっているので、来年度、

このときは平成29年度、2017年度のことを指し

ているんだと思いますけれども、要介護４と５、

当時79人の方が全員入所できる定員となるんだ

というふうな明るい見通しもいただいたところ

です。 

  しかしながら、その後の状況というのは、ま

すます対象者が増加しておりまして、入所待機

者もふえており、解消には至っていないという

ことであります。この特別養護老人ホームの整

備について、計画の見込みと実態は当初から乖

離しているのは十分承知の上なんですけれども、

それを踏まえて、ぜひ介護保険でサービスが受

けられる、そして経済的負担も低くて済むよう

な、そうした施設設備をさらに進めていくこと

が、本市にとって大変重要なことだと思うんで

すけれども、これについての市長の御所見をお

伺いします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 先ほど、前回の御質問の答弁内

容を御披露いただきましたが、2016年の12月に

御答弁申しあげた時点では、要介護４・５の方

がほぼ全員入所できる定員というふうになろう

かというふうに申しあげました。実はそのとき

に、その次に申しあげているのが、今後の見通

しでありますけれども、高齢化率が上昇してい

るので、待機者などについても増加が見込まれ

るというふうなところで、適正規模の施設整備

というものは、やはり状況を見ながら整備を検

討していく必要があるというふうに今後も考え

ているというふうな趣旨のことを申しあげてい

たというふうに思いますが、御質問にお答えを

したいと思いますが、特別養護老人ホームの定

数については、第６期計画の338床から、平成

30年４月に短期入所から長期入所への転換によ

って16床増床となって、現在は354床というふ

うになってございます。 

  一方、待機者の直近の調査、７月31日現在の

調査でありますけれども、入所申し込みをして

在宅で待機されている方のうち、要介護４及び

５の方は56名というふうになってございます。

当時の待機者79名よりは改善をしているという

ことにはなりますが、なかなか待機者が、先ほ

ど御説明したとおり解消とまではもちろんいっ

ていない状況にあろうかというふうに思います。 

  そういう意味で、次の計画に際してはそうい

う状況を十分勘案していく必要があるというふ

うに考えておりますし、引き続き元気な高齢者

の方をふやしていくための支援、介護予防を推

進しながらも、高齢化率上昇の傾向、さらには

一方で介護保険料への影響なども十分考慮しな

がら、各事業所のほうからの聞き取り、あるい

は高齢者のニーズなどを踏まえて適正な施設整

備を検討していく必要があるというふうに考え

ているところでございます。 

  なお、今計画では、特別養護老人ホーム長生

園さんが同じ敷地内に改築中であります。改築
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が終了した後に９床の増床がありますので、合

計で363床というふうになる見込みでございま

す。以上であります。 

○柏倉信一議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 今詳しい数字もお聞きしたとこ

ろですけれども、ぜひこの施設整備をさらに進

めていただきたいし、なかなかこう、前にお聞

きした数字よりは在宅で４と５の方は56名と少

なくはなっているわけですけれども、特に５の

方はもうずっと寝たきりで、全介助ということ

になりますので、そこはひとつ最優先に入れて

いただけるような、そうしたことに向けて計画

を立てていただきたいし、さらに国の介護保険

制度、消費税増税分があって、もっと保険料が

下がるのかなと見込んでいましたけれども、最

近の新聞の論調を見ますと、逆に介護保険料が

ふえるんじゃないかという、そうしたまた厳し

い記事も目につくわけでありまして、私どもも

さらにこの問題について引き続き市長にも多方

面に向けて取り組んでいかなければならないと

思っておりますので、よろしくお願いします。 

  続いて、（３）の高齢者の介護予防推進、こ

れと熱中症対策についてでございます。 

  現在運営されているふれあい元気サロンとい

うのは、市内44団体の皆さんが活動されており

ます。地域づくりによる介護予防事業について

も23団体ということでありました。大変皆さん

で支援していただいているんだなということで、

本当に敬意を表する次第です。 

  社会福祉協議会によるこのひとり暮らしの高

齢者の集いは、年２回ということでありまして、

これもいろいろとひとり暮らしの先輩のところ

を訪問しますと、何とか渡邉さん、毎月しても

らわんねべかとか、四季を通じて回数ふやして

もらえないんだべかというふうな要望がござい

ます。特に、日帰り旅行なんかは本当に楽しみ

にしているんだというふうなことで、そのため

にぜひ社会福祉協議会のバス、今本当に１台だ

かそこらなんですけれども、もっとふやせない

のかということで要望がありましたので、まず

もってお伝え申しあげたいと思います。 

  さて、質問なんですけれども、高齢者在宅福

祉事業というので、今年度の決算では事業費が

77万8,000円、前年度ですね、前年度決算では

77万8,791円ということで、非常に少ないわけ

ですけれども、元気高齢者づくりポイント制度

なんていうのが取り組まれているわけですけれ

ども、登録者531人に対し、このポイント交換

申請者が何と88人ということで、これはちょっ

と見た限り、このハードルが高いんじゃないか

とか、もう少し広く薄く行き届くようにきめ細

やかにしていただいて、決算額22万4,441円と

なっておりますけれども、まだまだ不十分では

ないのかというふうに私自身も思っております。

これについての御見解をお伺いします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 高齢者在宅福祉事業のメニュー

の中で、元気高齢者づくりポイント制度推進事

業というのがあるわけでありますけれども、こ

れは高齢者の方がボランティア活動や介護予防

教室に参加することで、介護予防につながる高

齢者の健康づくり、生きがいづくりと社会参加

を図っていこうという事業でございます。具体

的には、高齢者の方が市内の社会福祉施設など

でボランティア活動を実施した場合、１時間当

たり２ポイントもらえると、こうなるわけであ

ります。また、市が実施する介護予防教室に高

齢者の方が参加すると１ポイントもらえる、こ

ういうふうになるんですね。そのポイントをた

めて商品券と交換できるというような事業、制

度になっているところでありますが、実際ボラ

ンティア活動を実施できる施設、場所というの

は、市内の特別養護老人ホームやグループホー

ムなどの26カ所ということでありますので、ま

だまだ不十分なのかなというふうに思っていま

す。 
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  今後、ボランティア活動に取り組んでいただ

けるような場所をふやす工夫をしていきたいと

いうふうに思いますし、また福祉施設だけでな

くて、いろんなボランティア活動している高齢

者の方っていらっしゃるわけですね。例えば、

ツール・ド・さくらんぼとかさくらんぼマラソ

ンとかさくらんぼウォークとかというのでも、

年配の方でもボランティア活動をしていらっし

ゃる方がたくさんいらっしゃるので、これはま

だこれから検討しますけれども、そういうポイ

ントを還元できるような対象をふやしていくこ

とによって、高齢者の方がいろんな活動を展開

して介護予防につながるような、そういう取り

組みの環境整備をしていく必要があるというふ

うに考えているところでありますので、積極的

にこの事業は広めていきたいというふうに思い

ます。 

  また、社会福祉協議会によるひとり暮らし高

齢者の集いのお話がありましたが、ニーズなど

を十分把握しながら、社会福祉協議会と協議し

てまいりたいというふうに考えております。 

○柏倉信一議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 前向きな御答弁をいただきまし

たけれども、ぜひここは大変重要なところです

ので、市長の力で前に進めるように、ぜひお願

いしたいというふうに思います。 

  さて、昨日の山形新聞社会面には、こう掲載

されていました。災害級の暑さ、県内のことし

熱中症で救急搬送された方は過去最多の638人、

亡くなった方は残念ながら３人ということであ

りました。私の近所でも、熱中症と思われる孤

独死が発生いたしまして、先月６日に亡くなっ

たと見られ、５日程度経過した11日に発見され

たそうです。ひとり暮らしの高齢者の熱中症対

策について、ぜひちょっと要望も含めて御質問

したいと思うんですけれども、エアコンのない

住宅の把握ができているのかどうか、また、防

災情報で山形地方気象台が発表する最高気温が

35度以上の猛暑が予測される場合は、もう高齢

者の方々が大変だというふうなことで、一時的

な臨時避難所として、例えば夏休み中の学校の

一室とか空き教室とか、あるいは公民館、集会

所などで避難していただいて、朝お送りして夕

方家族の方が、家族というか知り合いの方とか

町内会の人が連れて帰ってこれるような、そう

いう温かいケアも、ケアというか支援も必要だ

というふうに思うのですが、これについて検討

していただきたいと思うのですが、これについ

ての御見解をお聞きします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 ただいま渡邉議員からお話があ

りましたが、熱中症と見られる症状でひとり暮

らしの高齢者の方が孤独死されたということで、

そしてまた死後５日程度経過して発見されたと

いうようなことであります。亡くなられた方及

び御親族の方々にはお悔やみを申しあげる次第

でございます。 

  寒河江市におきましては、ひとり暮らし高齢

者の見守りのサービスというのを従来やってい

るわけであります。週３回のふれあい配食サー

ビス、それから週２回の乳酸飲料を配達する安

心訪問サービス、それから緊急通報装置の貸与

などを行っているところでありますし、また民

生委員・児童委員や社会福祉協議会の地域福祉

推進員の方から見守りを行っていただいている

状況でありますが、そういった中でこのような

ことが生じてしまったことは大変残念であり、

私としても無念でございます。 

  今後このようなことがないように、特にひと

り暮らし高齢者の皆さんの見守りサービスの普

及拡大について、民生児童委員の皆さんなどと

もさらに連携を密にして体制の強化を図ってい

かなければならないというふうに考えていると

ころでございます。 

  お尋ねの熱中症対策に係るひとり暮らし高齢

者宅でのエアコンの設置状況でございますけれ
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ども、普及率は上昇しているというふうには思

われますけれども、状況調査は実施しておりま

せんので、その設置状況把握には至っていない

というのが現状でございます。 

  また、御提案をいただいた猛暑時の避難場所

の設置などについては、最寄りの場所、最寄り

の体育館とか公民館とかということになるわけ

でありましょうから、そこは民生委員・児童委

員の協議会あるいは町会長連合会などとも十分

お話をさせていただいて、やり方などについて

研究していきたいというふうに考えているとこ

ろでございます。 

○柏倉信一議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 せっかくエアコンがついている

部屋にいてもスイッチをつけないとか、扇風機

でいいなんていう、私の親も含めて、そういう

方が多くいらっしゃるわけなんですけれども、

いや、エアコンつけて過ごしてくださいという

ふうなことで私も申しあげるんですけれども、

ぜひその辺も我慢しないで、電気料もかかるわ

けですけれども、そういったことも普及してい

ただきたいし、ぜひ、その研究していただくと

いうふうな御答弁でしたけれども、この暑さは

また来年も引き続くであろうという長期見通し

もありますので、その辺もぜひ考えていただい

て、一時的な臨時避難所対策等についても御検

討いただきたいと思います。 

  続いて、（４）の介護施設で働く労働者の離

職対策、さらなる処遇改善についてでございま

す。 

  この質問も前回行っておりますけれども、市

長からはなかなかちょっと厳しい御答弁があり

ました。その後の市内の介護職場の実態把握は

どのようにされているのでしょうか。現場では、

若者の離職に歯どめがかからないということで

叫ばれております。私の母が入所した、本市で

はないんですけれども、隣の大江町のらふらん

す大江の職員の方も悲鳴を上げているわけであ

ります。 

  あと、特にこの訪問介護の事業所が次々とそ

のサービスをやめたりしておりまして、厚生労

働省では若干の役職加算など進めていても、抜

本的な改善、全体の底上げには至っていないと

言われています。 

  ぜひ、市長からは本市独自の支援策、例えば

ですけれども、さくらんぼの時期に労働者確保

のためにさくらんボーナス、今回いろんな形で

もうその対象者に発送されたということで、非

常に好評なわけですけれども、労働力の確保、

そして介護職場の支援策ということで、ここも

ぜひそういったことも参考にしながら進めてい

けないかというふうに思うのですが、市長の御

見解をお聞きしたいと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 介護施設で働いている労働者の

皆さんの離職対策ということで御質問をいただ

きましたが、今の社会状況、介護の現場のみな

らず、どの職種においても人材不足というのが

大変顕著になっている状況かというふうに思い

ます。そういった中で、高い志を持って介護に

携わっておられる皆さんには、心から敬意を表

したいというふうに思っているところでありま

す。 

  介護職の皆さんの処遇改善については、これ

は県を通じて国に対し介護人材の確保対策の中

で要望しているわけであります、御案内のとお

りであります。徐々にではありますが、給与面

での改善などもされているわけでありますが、

まだまだということでありましょうから、引き

続きこれも国に対して強く働きかけを行ってい

きたいというふうに思います。 

  渡邉議員からは、国や県の対策だけでなくて

市独自の対策をどうかという御提案であります。

御案内のとおり、寒河江市においては各事業所

で、市内の事業所で組織している介護関係事業

所連絡会というのがあるわけでありまして、そ
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の組織では各サービス事業者間、あるいは多職

種間での交流会、事例発表会、研修会などを自

主的に実施をしていただいております。市とし

ては、その活動に対して支援をしているところ

であります。そういった活動では、もちろん事

業所の域を超えた交流をされているわけであり

ますので、介護施設職員としての資質、モチベ

ーションなども高まっている、向上が図られて

いるというふうにもお聞きをしております。 

  また、職場における課題解決などについても

話し合われているというふうに聞いております

ので、市としてもこういう連絡会などを通じて、

離職対策に関して介護に携わっている方が今何

を必要としておられるのかということをお聞き

をしながら研究を重ねて、さらに支援を充実を

していくということに努めてまいりたいという

ふうに考えております。 

○柏倉信一議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 ここは、また大きな課題だと思

います。例えばですけれども、施設で行う夏祭

りなどの支援とか、この職員研修の際の補助と

か、まだまだ独自でできないかというふうに思

いますので、ぜひここも引き続き研究なさって

いただいて、早くここは手だてをしていただい

て、人材確保を進めていただくように強く申し

あげたいと思います。 

  さて、次の課題に入ります。通告番号２番、

世界に誇れる日本一魅力のある観光拠点チェリ

ーランドの再整備計画についてでございます。

「待望の」とつけてもいいと思うんですけれど

も、（１）チェリーランドの再整備計画の浸水

対策について御質問させていただきます。 

  今月20日に全戸配布される予定だそうですけ

れども、本市の浸水ハザードマップ改訂版では、

今回新たに寒河江川、あと沼川の氾濫による浸

水想定区域が示されました。それによりますと、

白岩、高松、醍醐地区のそれぞれ一部、あと三

泉地区のほぼ全域と西根地区の半分以上が被害

を受ける可能性があるということで、これを見

たとき私も非常に驚きました。チェリーランド

とその周辺を見てみますと、敷地内はおおむね

0.5メートル未満というふうにはなっています

けれども、九州北部豪雨とか、きのうの岡山と

か横浜もですか、記録的短時間大雨警報とかそ

ういう、もう最近は乱発ですね、この警報の乱

発。いざというときどうなるか、これは自然の

力ですので、本当に予測できません。想定外の

被害も起きることを教訓としながら、防災減災

の観点から、浸水対策、観光客の安全対策をど

のようにお考えなのか、御所見をお伺いしたい

と思います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 ただいま渡邉議員からお話あり

ましたハザードマップ、間もなく市民の皆様に

配布を予定しているところであります。このハ

ザードマップについては、山形県が管理する河

川の洪水、浸水想定区域の見直しによるもので

ございまして、想定し得る最大規模の洪水によ

り浸水が想定される区域と深さなどをお知らせ

をして、いざというときには速やかに避難して

いただくという目的で策定をして配布をさせて

いただく予定になっております。 

  チェリーランドについては、先ほどありまし

たが0.5メートル未満、50センチ未満の浸水区

域というふうに想定をされているわけでありま

すけれども、他の浸水想定区域と同様に浸水な

どのおそれがあるということになった場合には、

国県など関係機関と情報を密にして速やかに避

難していただくための措置をとるというふうに

考えているところでございます。 

  チェリーランド自体は、敷地面積が広いわけ

で、さまざまな施設が設置されておりますので、

緊急時の対応マニュアルについては見直しをし

ていきたいと、再整備にあわせて見直しをして

いきたいというふうに考えているところでござ

います。 
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○柏倉信一議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 チェリーランドは、もう隣が寒

河江川ということで、あの図面よく見ると、周

りも３メートル、５メートルとか、あるいは河

川公園のところはもう完全に黒くなっているわ

けでありまして、こういったところもぜひ、マ

ニュアルの見直しということありましたけれど

も、観光客への安全・安心のために手だてをま

た進めていただきたいと思うのですけれども。 

  続いて、（２）のチェリードームの撤去、新

たな屋内子供向け施設の整備・管理運営も関連

しますので、こちらについてもお尋ねをしたい

と思います。 

  現在の総合子どもセンターについて、ゆめは

ーと寒河江、年間利用者が５万人弱というふう

なことでありますけれども、近隣の類似施設で

は、天童にできましたげんキッズ、約30万人と、

市外の利用客が７割とお聞きしました。その隣、

東根のタントクルセンターけやきホール、これ

は13万人で市外が６割とお聞きしております。

私もかなり前にはなりますけれども、子供を連

れて当時やまぎんホール、県民会館の隣にでき

たときに遊ばせて、非常に雨のときなんかはよ

かったなというふうに記憶しているところです。 

  質問です。計画では、新たな屋内型子供向け

施設の整備について出されているわけですけれ

ども、その前にこのチェリードームの撤去とい

うふうなことであります。遠くからでもはっき

りわかる円錐形のとんがり帽子でありまして、

まさにチェリーランドのシンボルタワーでござ

います。これを撤去する費用を考えると、ＲＣ

の鉄筋コンクリートの基礎とか、ドームの軀体

鉄骨、こういったものを再利用してまた生まれ

変わることができないものかというふうに思い

ます。さらには、広大な敷地もありますから、

太陽光発電パネルの設置とか、ＬＥＤを使った

ネオンサイン、例えばさくらんぼのモニュメン

ト、さらには市内の子供たちが描いた絵などを

それに映し出したりできるんじゃないかという

ふうに思うのですけれども、こういったことに

対して市長の御所見をお伺いしたいと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 今回のチェリーランド再整備計

画案におきましては、大変劣化が激しいチェリ

ードームについて撤去を予定しているわけであ

ります。現在、パブリックコメントを実施中で

ありますので、そういった御意見なども踏まえ

て、どのような施設を整備するか最終的に取り

まとめていきたいというふうに考えております

が、いずれにしてもチェリードーム、これまで

チェリーランドあるいは寒河江のシンボルタワ

ー的な役割を果たしましたので、そういったシ

ンボルタワー的なものはやはり引き続き残して

いきたいというふうに考えているところであり

ます。 

  御質問の鉄骨等の再利用、附帯施設などにつ

いては、設計作業の中で検討していくというふ

うになりますけれども、先ほど申しあげました

とおり、新たな施設についても大変シンボルに

ふさわしいような施設、あるいは夢のあるよう

なものを検討していきたいというふうに考えて

いるところでございます。 

○柏倉信一議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 この施設については、私は今ま

でもコスト重視とか、もっとこうしたほうがい

いと市長に御提言してきたわけですけれども、

これについては私は逆でございます。もっと人

も予算も惜しみなく未来に投資していただけな

いかというふうに思っております。 

  特に、この管理運営についてでありますが、

今回の施設の新設については、市内外の子供や

子育て家族について非常に期待されているわけ

です。ぜひ、民間頼りの公設民営という形では

なくて、市が責任を持って直営とすべきでない

かというふうに思うのでございます。万一民間

が撤退したら、将来にわたって負の遺産になる
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ことは明々白々でありまして、他の自治体にお

いて、例えば私も行きましたけれども、夕張市

のめろん城などは有名ですけれども、そういっ

た負の遺産だけが残されるということは、やっ

ぱりあってはならないというふうに思うので、

ぜひこうしたことについての御見解をお伺いし

たいと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 具体的な整備内容については決

まっていないわけでありますけれども、他の施

設と同様に、市の施設として整備をするという

ことでありますから、当然市が責任を持つとい

うことになるわけであります。 

  ただ、再整備に伴う施設の管理運営について

は、施設の目的あるいは業務の内容などによっ

て指定管理あるいは業務委託などというのがい

ろいろ考えられるわけでありますけれども、

我々としては、今後専門家の意見などもお聞き

をしながら、あとは利用者の皆さんの御意見な

どもお聞きをし、そして御指摘のような他の自

治体の類似施設の状況なども参考にしながら、

それは決めていかなければならないというふう

に考えております。 

○柏倉信一議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 ぜひ、子育ての支援施設という

のもありますけれども、複合施設にしてさまざ

まな観点からいろんな方が利用できるように、

例えば動物愛護の皆さんとか、あるいはおひと

りさまの方でも楽しめるんだというふうなこと

であると、もっともっと市内外からお客様が来

られるんじゃないかなというふうにも思うので

ございます。 

  最上川ふるさと公園のほうも、ファンタジー

ランド、屋外施設があるわけですけれども、市

内中心地から見れば北がチェリーランド、南が

そのファンタジーランドというふうなことで、

どうしてもこの位置関係からすると、中心市街

地、ＪＲ駅前というのがどうなのかなというふ

うな市民の声も正直ございます。しかしながら、

やっぱり中心市街地をもっと潤すためにも、さ

まざまな仕掛け、アイデア、そのため中途半端

な予算でなくてという、先ほど申しあげました

けれども、重点的にここに投じていただいて、

可能な限り未来への礎となりますように、魅力

あるものにしていただくようにここは申しあげ

たいというふうに思います。 

  続いて、（３）の道の駅寒河江の機能強化、

カフェ事業者等への賃貸についてお伺いします。 

  現在あるさくらんぼ会館については、この計

画では機能強化に向けてさまざまなあり方を提

示されているわけですけれども、これまた民間

企業頼りの公設民営ということでなくて、例え

ばですけれども、県庁や西村山地域振興局のサ

テライトオフィスなどという形で、観光部門の

オフィスを誘致したり、さらにはさくらんぼ観

光課や慈恩寺振興課、４町の観光所管課や観光

協会などにも呼びかけて、ぜひこの寒河江西村

山地域の、村山地域の広域観光拠点というふう

な位置づけになりますように位置づけを考えて

はいかがかと思うんですけれども、御所見をお

伺いしたいと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 現在、さくらんぼ会館は、御案

内のとおりＪＡさがえ西村山、それから市の観

光物産協会、そして株式会社チェリーランドさ

がえ施設管理課が事務所を設置して業務を行っ

ているわけでありますけれども、再整備計画案

においては、市の観光物産協会をチェリーラン

ドさがえ１階に移転して、総合観光案内所とし

て整備をするということで考えているところで

あります。 

  さくらんぼ会館については、皆さん御案内の

とおり目玉はアイス販売というのが一つの大き

な目玉、特徴になっておりますから、その集客

力のあるアイス販売の充実、それから物販エリ

アの拡大などについて検討していくということ
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になろうかというふうに思いますし、またいろ

んな展示のサロン、コーナーがありますよね。

あれも市民の皆さんから大変好評をいただいて

いるので、あの場所をどういうふうに確保する

かなどというのも考えていかなきゃならんとい

うふうに思っています。 

  いずれにしても、さくらんぼ会館の来館者を

さらに拡大をしていく、そして情報発信の強化

を図っていきたいというふうに思います。御提

案ありましたサテライトオフィスなどについて

も、このさくらんぼ会館をどういう機能を持た

せて再整備をしていくかという中で検討させて

いただければなというふうに思います。 

  西村山の中では、全市町に道の駅が設置をさ

れております。これまでもスタンプラリーなど

各道の駅を周遊していく取り組みなどをさせて

いただいておりますので、今後さらに連携を強

化して、地域全体の観光振興にとって大変重要

な施設に整備ができればというふうに考えてい

るところでございます。 

○柏倉信一議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 計画では、先ほど市長からあり

ましたけれども、大好評のアイス、ジェラート

などについて、カフェ事業者についても貸借を

していくんだと、賃貸借していくんだというふ

うなことでありました。ぜひ、国土交通省の補

助事業などもメニューあるそうですから、そう

いったものを活用していただいて、ぜひカフェ

事業については地元の業者に運営が、ＪＡさん

など含めて、これまで以上に頑張っていただけ

るような進め方をお願いしたいなというふうに

思います。 

  時間がありませんので、続いて（４）の国際

チェリーパークの利活用と観光農業の振興につ

いてお尋ねしたいと思います。 

  国際チェリーパーク、日本、ヨーロッパ、ア

メリカ、カナダ、中国など世界のさくらんぼ

107種類、そして四季を通して本市でとれる果

樹、梅、リンゴ、ブドウ、カリン、桃、ラ・フ

ランス、日本梨、ブルーベリーなどパーク内に

は植栽されているわけです。紅秀峰の里という

ことでありますけれども、残念ながら樹木は１

本しかございません。しかしながら、この樹木

は本市の宝でありまして、計画では一部伐採と

いうふうなことありますけれども、ぜひ可能な

限り活用していただきたいなと思います。 

  さらには、前にも御提言しましたけれども、

雨よけハウスを設置して、外国人観光客向けに、

チェリーピッキングというんですね、さくらん

ぼ狩りをさせたり、あるいはアウトドアのキャ

ンプ場を含めてこのユニバーサルワールド、外

国語で表示して、ぜひ教育上、英語学習教材な

どにもしていただきたいし、外国人旅行者に発

信できる口コミサイト、トリップアドバイザー

などというのがありまして、何十億の外国人が

注目するわけですから、世界に情報発信できる

観光農業の貴重な資源になるかと思います。こ

うした点についての御見解をお伺いしたいと思

います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 国際チェリーパークについては、

その再整備計画ではアクティビティーエリアと

いうことで、さくらんぼを初めとする市内で栽

培している果樹などを見て、触れて、食べる体

験やアクティビティーを楽しむエリアとしてい

くことにしております。 

  現在の国際チェリーパークエリアについては、

さくらんぼシーズン以外はなかなか散策する人

も少なくて、通年での来場者の確保というのは

課題になっているわけでありますので、そうい

う意味でエリアを見直してキャンプ場などの整

備について検討していくということで御提案を

させていただいているところであります。 

  現在植栽されております樹木については、専

門家の御意見なども十分お聞きをしながら、今

後保存などについて協議していくということに
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なりますが、御提案のように外国人観光客など

も含めて、より多くの方に訪れていただけるよ

う、さらに魅力あるエリアにしていきたいとい

うふうに考えております。 

  御提案ありましたさくらんぼ狩りなどについ

ては、維持管理あるいは通年利用、さらには周

辺の農園などへの影響なども十分勘案しながら

検討してまいりたいというふうに考えておりま

す。 

○柏倉信一議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 ぜひ食べ比べをしていただいて、

ブラックチェリーと日本のさくらんぼの違いと

いうのもやっぱりそこで体験していただくのも

一つの手だというふうに思うのでございます。

よろしくお願いします。 

  さて、最後の質問になりますけれども、悠久

の歴史を育む史跡慈恩寺や、市民や観光客の憩

いのスポット、二の堰親水公園とチェリーラン

ドとの連携強化についてでございます。 

  ここで質問ですけれども、キャンプ場に適し

ているのはやっぱり静かで憩いの場である、い

こいの森というのもありますけれども、近隣で

は二の堰親水公園ではないかというふうな声も

ございます。国際チェリーパークは、112号線

の車の騒音の問題、あるいはカラスなどの有害

鳥獣の問題などもあると思います。ぜひオート

キャンプ場についてはキャビン、ウッドデッキ

などを併設して、冬も快適なアウトドアのアク

ティビティーを提供していただきたいというふ

うな声が多くございます。 

  観光客の子供や高齢者のために、また国道の

横断の問題ですね、ここは何とか目立つように

していただきたいし、横断歩道や信号機が無理

なら、ぜひ横断者あり注意などの看板も立てて

いただいて、交通安全の喚起が不可欠だと言わ

れております。 

  あと、もう一つがこの二の堰親水公園、慈恩

寺までの移動手段をどうやっていくか。今ある

サイクル、有料、200円とか低額ではあります

けれども、ぜひ無料サイクルとか、通年にわた

ってタクシークーポンによる補助、今さくらん

ぼの時期だけですけれども、あと土曜、日曜、

休日の、今走っている循環バスの北ルートを、

ＪＲ寒河江駅をスタートして二の堰遊歩道、親

水公園、チェリーランド、あと寒河江川河川道

路、そしてゴールがこの慈恩寺ということで、

往復したりしながら、観光で周遊できるような

仕掛けをここに投じてはいかがかというふうに

思います。これについて御所見をお伺いしたい

と思います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 １つは、チェリーランド周辺の

二の堰親水公園などとの往来の交通安全、安全

対策については、やっぱり十分配慮していかな

ければならないというふうに思いますので、こ

れは検討させていただきたいというふうに思い

ます。 

  また、慈恩寺それから二の堰親水公園などの

観光スポットを周遊する２次交通については、

大変これは重要な問題、課題であります。これ

までもいろいろ取り組みをさせていただきまし

たが、引き続き事業者の皆さんなどとも十分協

議をしながら、多くの皆さんに安心して来てい

ただく、便利に回っていただくような仕掛けを

検討していきたいというふうに思います。チェ

リーランドを核にして、周辺の慈恩寺、二の堰、

それから平塩あたりでもいいですけれども、そ

ういう寒河江市内の観光地を周遊できるような

システムを構築できればというふうに考えてお

ります。 

○柏倉信一議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 ぜひ御検討をお願いしたいと思

います。 

  時間ありませんので、終わりになりますけれ

ども、来年は東京オリンピック・パラリンピッ

クが開催されますが、戦後75年の大きな節目の
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年でもございます。県の戦没者慰霊祭が本市を

会場にことし開催される予定だと伺っておりま

すけれども、改めて戦争の悲惨さ、平和のとう

とさを後世に引き継いでいかなければならいと

いうふうに思います。 

  ちょうど昨日、さくらんぼ大学大学院の授業

がありまして、私も皆さんとともに慈恩寺及び

３つの結界ですね、箕輪、八鍬、田沢、そこに

足を運んで手を合わせて感謝をし、そして祈り

をささげてまいりました。1984年、昭和でいう

と59年７月２日に制定の寒河江平和都市宣言を

朗読して終わりたいと思います。 

  「みどり豊かなふるさと寒河江を核の黒い雨

で汚してはならない。市民のしあわせなくらし

と永久の平和を守るためにすべてのひとびとと

ともに非核三原則を堅持し核兵器の廃絶を求め

全市民のかたい誓いとして平和都市を宣言す

る。」 

  これで私の一般質問を終わらせていただきま

す。ありがとうございました。 

 

鈴木みゆき議員の質問 

 

○柏倉信一議長 通告番号３番、４番について、

３番鈴木みゆき議員。 

○鈴木みゆき議員 本日、初めて一般質問をさせ

ていただきます鈴木みゆきです。よろしくお願

い申しあげます。 

  ことし市議会議員に当選させていただき、ま

ず初めに心構えとして自覚しましたことがあり

ます。それは、市議会とは市政の方針や予算を

決定する議決機関であり、一方、市長は市議会

で決定された方針に従って現実に市政を実現し

ていく執行機関です。議決機関と執行機関は相

互に独立して、自主的に権限を行使しています

が、両者の関係はよく車の両輪に例えられ、対

等な立場で均衡をとり合いながら、よりよいま

ちづくりに努めていくというものです。それら

のことを踏まえ、議員として政治理念を持ち、

寒河江市のさらなる発展のため活動していきた

いと考えております。 

  佐藤洋樹寒河江市長におかれましては、2008

年の市長選挙で就任以来、３期目11年の間、寒

河江市の安定した市政運営をなさっております

ことに心から敬意を表します。今後とも、市民

の皆様、寒河江市のために車の両輪となれるよ

う、よろしくお願い申しあげます。 

  それでは、初めに通告番号３番、公共施設の

冷房使用について伺います。 

  （１）市役所と市民文化センター等における

冷房の使用期間についてお聞きします。 

  近年では、世界的な異常気象が相次ぎ、日本

でも山形でも昨年は豪雨災害などがありました。

きのうの新聞に載っておりましたが、県内でこ

とし熱中症による救急搬送者数が昨年を上回り、

過去最多の683人に上ったとありました。こと

しは、梅雨が明けたと同時に高温が続き、７月

29日から８月４日までの１週間に、総務省消防

庁が発表した熱中症に関する速報値によると、

全国で１万8,347人が救急搬送されました。ま

だ御記憶に新しいと思います。 

  そのような異常気象の中、令和元年という新

しい年号に切りかわり、初夏の陽気に向かう５

月下旬、気温が連日高い日が続きました。５月

23日から27日まで30度を超え、高温が続き、各

地とも平年を４～９度上回り、６月下旬から８

月上旬並みの暑さでありました。５月26日時点

で、各地区31～33度を記録し、県内各地で熱中

症の疑いで５人が救急搬送されたのです。北海

道と宮城県で計２人が死亡、全国で575人が救

急搬送されました。 

  27日月曜日は、寒河江市でも35度を記録して

おります。当然、寒河江市役所では冷房を入れ

ているものと思いましたが、冷房の使用開始が

まだとのことで、おつけになっていなかった。

１階にあります自動販売機の冷たい飲み物は全
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て完売、市民文化センターでは冷房開始が７月

15日からと張り紙がありました。規則で決まっ

ていることと思いますが、突発的な高温に対し、

職員の皆様や市民の皆様が熱中症などならない

ように冷房をつけること、臨機応変に必要では

ないかと思います。まず、市役所について伺い

ます。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 市役所庁舎の冷房についての質

問を鈴木みゆき議員からいただきましたが、市

役所の庁舎の冷房については、御案内かどうか、

ボイラーによってつくられた冷水が循環するシ

ステムということに今現在なっております。こ

れは、職員が直接できなくて、業者の方に委託

をして行っているところであります。その業務

委託契約の中で、冷房の開始時期は７月初めか

ら９月半ばまでと決めているところであります。 

  冷房を使用する際には、ボイラーの設定を、

ボイラーは暖房と冷房兼用ですので、暖房を冷

房に切りかえるという必要があります。その切

りかえについても業者の方が行っていただいて

おりますので、例年６月初旬に実施をしている

ところであります。そういう意味で、現在の市

役所の冷暖房設備では臨機応変な冷房の稼働と

いうのは大変難しい状況になっております。 

  また、一方でこの冷暖房の機器については大

変老朽化しておりますので、今年度より３カ年

かけて計画的にこのボイラーによる冷暖房でな

くてエアコンでの冷暖房というふうに切りかえ

を予定をしているところであります。そういう

意味では、このエアコンが整備になった段階で

は、御指摘のような事態が避けられていくとい

うふうに考えております。 

○柏倉信一議長 鈴木議員。 

○鈴木みゆき議員 建物が古く、業者に委託して

冷房をつけていたため、契約期間にならないと

つけられない。時期を早めることができなかっ

たとのことですね。ただし、今後は各部屋にエ

アコンを入れていく御予定ということで、安心

いたしました。 

  １階と２階は涼しいですが、３階と４階はと

ても暑い。市民の生活を守るために働いている

職員の皆様が、あのような暑い中で仕事をして

いては集中ができなくなり、ミスも発生してし

まうのではないかと思いました。体に与えるス

トレスも大きいと思います。今後は、快適な職

場環境を年間通して整えていただくことが当然

であると思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

  次に、文化センターについて伺います。 

○柏倉信一議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 文化センター等の冷房使用に

つきまして御説明を申しあげたいというふうに

思います。 

  文化センター、それから各地区公民館等の冷

房期間につきましては、寒河江市公民館に関す

る条例の規定がございまして、７月15日から８

月31日までというふうになっており、この期間

の会議室あるいは研修室等の使用につきまして

は、基本使用料に冷房使用に係る季節加算額を

加えた料金を頂戴しているところでございます。 

  このようなことから、議員御指摘のとおり、

事前に張り紙をさせていただきまして、冷房使

用開始日につきましては利用者の皆様に周知さ

せていただいているところでございます。 

  議員がおっしゃるとおり、ことしは５月下旬

にも30度を超えた日が続きまして、また近年冷

房使用開始日の７月15日よりも前にも暑い日が

多くございました。文化センターは、小さいお

子さんから高齢者の皆様まで幅広い年代の皆様

に利用されている施設でございますので、利用

者の皆様の熱中症対策として、これまでも冷房

使用期間の前後におきましても、当日の気温あ

るいは湿度等の状況に応じまして、必要と判断

した場合は季節加算額を頂戴しない形で冷房を

稼働してきた経緯がございます。教育委員会と
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しましても、今後とも利用者の皆様が安全で安

心な、そして快適に施設を利用していただける

ように、適切に判断しながら対応してまいりた

いとうふうに考えているところでございます。 

○柏倉信一議長 鈴木議員。 

○鈴木みゆき議員 臨機応変に対応していただい

ていたということで、７月15日から８月31日ま

で冷房使用期間ですが、やはり無料にするか有

料にするか、期間外は非常に判断の困ったとき

もおありだろうなと思います。ただ、今後７月

15日からという日付に対してちょっと遅いかな

というふうな印象を持ちます。もし、異常気象

による高温が毎年早くからあるようでしたら、

条例改正または対応期間を見直しすることも考

えていかなくてはならないかもしれません。 

  続きまして、（２）小学校、中学校の特別教

室における冷房設置について伺います。 

  全国の普通教室における冷房設置はふえてき

ておりますが、寒河江市も既に普通教室と特別

支援教室には設置されたとのことです。ですが、

美術室や家庭科室などの特別教室までは設置で

きていない。これは、さらに多額な費用がかか

るのと、建物の中で老朽化した部分、例えばト

イレなど修理の優先順位があるので、なかなか

踏み込めないとのことですね。すぐに設置は難

しいと思いますが、ここ数年のうち、優先順位

の中にぜひ特別教室への冷房設置を考えていっ

ていただきたいと思いますが、いかがでしょう

か。 

○柏倉信一議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 小中学校の教室の冷房設備に

ついてでございますけれども、昨年の夏は大変

な猛暑でございまして、教室内の温度が30度を

超える日もありまして、非常に厳しい環境とな

って、保護者の皆様あるいは学校側からも早急

なエアコン整備の要望が寄せられました。 

  市といたしましても、子供たちの安全を守っ

て快適な学習環境の整備が急務だというふうに

判断をさせていただいて、昨年の11月、政令で

決定されました国のブロック塀・冷房設備対応

臨時特例交付金というふうな補助制度の施行を

待つことなく、それ以前から準備を進めまして、

昨年の市議会９月定例会において、今年度夏の

稼働に間に合うように設計及び工事に向けた補

正予算を計上したところでございます。 

  このため、他の自治体よりも先に事業に着手

いたしまして、空調設備工事等に係る需要が集

中する前に発注することができました。そのこ

とによって、工事のおくれもなく予定どおり完

成し、中学校におきましてはことし５月下旬、

小学校におきましては６月中旬より稼働を開始

しているところでございます。 

  今回の事業では、児童生徒が毎日生活をする

ということで、13小中学校全ての普通教室及び

特別支援教室のうちに、既に中学校の３学年の

教室には冷房が設置済みでございましたので、

それを除く未設置の138カ所への導入を優先し

て、それらにランチルームあるいは多目的スペ

ースなども含めて、32カ所も含めて合計で170

カ所に新たにエアコンを整備したところであり

ます。 

  事業費総額は約４億6,800万円で、この事業

により小中学校のエアコン設置率につきまして

は、昨年度未設置の段階では24.8％でございま

したので、今回の設置により80.0％というふう

なことで、設置率は大きく向上したところでご

ざいます。 

  しかしながら、議員から御指摘がございまし

たように、理科室あるいは図工室などの特別教

室につきましては、64カ所がまだ設置されてい

ないというふうな状況にございますので、こと

しの夏のように暑さが厳しい場合は、エアコン

のある教室に授業の場所を変えまして授業を行

っているというふうな対応をしているところで

ございます。特別教室へのエアコン導入につき

ましては、学校からも早急な整備につきまして
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要望が出されてございますので、使用頻度の高

い教室を優先して導入していくなど、学校と話

し合いを行いながら整備を進めてまいりたいと

いうふうに考えているところでございます。 

○柏倉信一議長 暫時休憩いたします。 

  再開は11時といたします。 

 休 憩 午前１０時４６分  

 再 開 午前１１時００分  

○柏倉信一議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  鈴木議員。 

○鈴木みゆき議員 エアコンのついている涼しい

普通教室で特別教室の勉強をしたり、お話を伺

いますと電気料金の関係でエアコンのつけ方を

先生方に御指導なさっていたり、とても工夫な

さっておられますね。普通教室へのエアコン設

置も迅速に手配なさっていたとのことで、寒河

江市の対応の早さがすぐれていると思います。

特別教室への設置は、すぐには難しいと思いま

すが、ここ数年のうち優先順位の中に入れ、子

供たちの学習しやすい環境を整備していくこと

として確実に前に進めていきたい事業ですので、

よろしくお願いいたします。 

  続きまして、通告番号４番、島地区に建設予

定の温水利用型健康運動施設についてお尋ねを

いたします。住民の方から質問があったため、

確認のため伺います。 

  （１）初めに、進捗状況についてです。昨年

度は移転先を決定し、事業手法及び施設の内容

について検討し、平成31年度は用地買収及び実

施計画、敷地造成工事を実施、次年度に建設工

事を実施していくとありました。今現在の進捗

状況を伺います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 この島地区に建設予定の施設で

ありますけれども、御案内のとおり現在の市民

浴場については、活断層に近接をしていること、

それから老朽化していることなどから、移転新

築をするという計画を立てたところであります。

そして、昨年の３月に移転新築先の候補地の選

定を行って、最上川ふるさと総合公園のコミュ

ニティー広場を第１候補として選んだところで

あります。昨年の５月に地元の島地区の皆さん、

それから市議会のほうにも御説明を行ったとこ

ろでございます。 

  もちろん、この第１候補であります最上川ふ

るさと総合公園は県の都市公園でございますの

で、現在その建設について県と協議を重ねてい

るところであります。どういう状況になってい

るのかということをお話し申しあげますと、公

園を管理する都市公園法及び都市公園法施行令

の中では、公園内に設けることができる施設と

いうのは明記をされております。その建てるこ

とができる施設の中に、公衆浴場という項目は

ないのであります。ですから、基本的には今の

状況では公衆浴場を建てることができないとい

うふうになるわけでありますが、我々としては

県の条例に追加をしてもらえないかなどという

ことも申しあげておったわけでありますけれど

も、なかなか県のほうでは公衆浴場を追加する

積極的な理由が見つからないなどということが

話がありまして、現在の状況では公衆浴場を、

市民浴場そのまま移設するという内容は認めら

れない、難しい状況になっておりました。 

  我々もそこで引き下がるわけにはいきません

ので、いろいろ交渉を重ねてきたわけでありま

すけれども、逆に都市公園法の中に設けること

ができる施設の中に、温水利用型健康運動施設

という施設であれば都市公園の中に設けること

ができる施設というふうになっているわけであ

ります。そういったことを踏まえて、これまで

の市民浴場の入浴機能をさらに充実、発展をさ

せて、健康運動機能を備えた利用者の健康増進

と交流の場を提供することを目的とした施設で、

都市公園としての機能充実も図れるような施設

を整備していくということになれば、十分認め
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られるというふうに我々も認識をしたところで

ありますので、現在県とそのような方向で検討

を進めているところでございます。そういった

意味で、若干予定した計画よりもおくれぎみで

はありますけれども、今後県との合意形成を図

った上で前に進めるのではないかというふうに

認識しているところでございます。 

○柏倉信一議長 鈴木議員。 

○鈴木みゆき議員 おととし建設予定地として３

パターン候補が挙げられ、その中から選ばれた

のが県所有の公園、最上川ふるさと総合公園で

ある。最上川ふるさと総合公園は、毎年雪フェ

スティバルや四季折々のイベントなどでにぎわ

う親しみのある公園です。高瀬山をまたいで最

上川下流方向に公園は続いており、三角形に近

い形をしています。ここの土地に関して、県か

らの許可がないと進まない状況がわかりました。 

  今現在、県から正式な許可がおりない状況で

は、今年予定していた実施計画と敷地造成工事

は間に合わない可能性があります。予定よりお

くれている状況ということですね。県との交渉

で時間がかかりおくれたと思われますが、新し

い施設の建設を確実に前に進めていただきたい

と思い、次の質問に参ります。 

  （２）次に、断層に対する安全性について伺

います。 

  山形盆地断層帯は、盆地西側に位置する大石

田町から村山市、河北町、寒河江市、中山町、

山辺町、山形市を経て上山市に至る約60キロの

活断層で、過去の活動時期の違いから、北部、

大石田町から寒河江市29キロと、南部、寒河江

市から上山市31キロに区分されます。その南部

に高瀬山地点の断層があります。断層は、最上

川沿いから高瀬山のふもとをなぞるように走っ

ており、高速道路を横切ります。 

  建設予定の建物は断層に隣接しており、住民

の方から安全性について不安の声がありました

ので、御所見をお聞きしたいです。お願いいた

します。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 活断層の位置とその影響の範囲

ということでありますが、専門的な部分があり

ますので、課長のほうからお答えを申しあげま

す。 

○柏倉信一議長 那須市民生活課長。 

○那須清人市民生活課長 ただいま質問のありま

した活断層の位置と影響の範囲につきましては、

専門的となりますので、山形盆地断層帯の調査

にも加わり、また活断層に詳しい山形大学地域

教育文化学部の八木教授に、活断層との位置関

係についてお聞きしましたところ、活断層が動

いた場合には、発生する揺れにつきましては広

範囲に揺れることになりますが、断層のずれに

よる直接的な影響は、通常安全な距離として活

断層から30メートル以上とされている、という

ことでございました。 

  現在の市民浴場に影響を及ぼすと思われる活

断層につきましては、鈴木議員のおっしゃると

おり最上川を横断し、高瀬山のふもとを通って

高速道路を横断しておりますが、現場を確認し

たところ、新しい施設の候補地につきましては、

活断層から100メートル程度離れているところ

でございます。以上でございます。 

○柏倉信一議長 鈴木議員。 

○鈴木みゆき議員 100メートルほど離れている

ところということで、建物に多大な影響がない

距離、山が崩れてもそんなに影響がない距離だ

ということもありますね。ありがとうございま

す。 

  では、次に参ります。（３）土地の賃借料に

ついてです。 

  県が所有している公園に建設予定とのことで、

賃借料を払うことになるのですが、月々幾らで

借りられるのでしょうか。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 実際はこれから交渉事になろう
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かというふうに思いますが、県の都市公園の土

地の賃借料については、県の条例に、公園施設

を設置した場合の使用料については１平方メー

トル当たり一月170円というふうになっており

ます。今移転改築を予定している施設の敷地に

ついては、約3,000平米だということになりま

すので、年間にしますと、これ賃借料掛け算を

しますと612万円ということになります。我々

にとっては非常に多額になるというふうに思っ

ております。 

  ただ、知事は公益上必要と認めるときは、使

用料の全部または一部を免除することができる

という規定もございます。また、県の都市公園

使用料減免取扱基準においては、販売価格等の

規制を受け、かつ経営上の利益があると認めら

れないときは使用料を減免することができると

いうふうにもなってございますので、そういっ

た点についても県と協議しているところでござ

います。 

○柏倉信一議長 鈴木議員。 

○鈴木みゆき議員 県との交渉中で明確にできな

いことがわかりました。仮にですが、やっぱり

土地を買い取る場合と借りる場合、買い取る場

合は土地の評価額の何％かを支払って土地を買

い取る、借りる場合は先ほどおっしゃったよう

に、面積と金額で計算して算出したり、もしく

は収支の決算を見て賃借料を決めていったりな

ど何通りかあるようですね。その結果、どの方

法に決まるかはわかりませんが、減免の対象に

もなるかと思いますけれども、月々の賃借料が

高い場合、採算がとれないおそれもあります。

もし赤字になってしまうと、穴埋めは税金で賄

うしかない。そのときは、１年や２年おくれて

もいいですので、ほかの土地を購入し、方向を

切りかえていくことも考えてほしいと思います。

これはとても重要な部分だと思いますので、慎

重に交渉願います。 

  続きまして、（４）施設の利用料金について

伺います。 

  利用しやすい安価な価格でお願いしたいと要

望がありましたが、利用料金はいかがでしょう

か。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 これから建てる施設であります

から、これから検討していくというのが答えに

なろうかというふうに思いますが、市民浴場の

移転改築の際の基本方針として、移転後も現在

と同様に温泉そのものの魅力を低廉な料金で身

近に楽しむことができるような施設にしていく

んだというのが最初の基本方針でありますので、

そういう基本方針をもとに新しい施設について

は、先ほど申しあげましたけれども内容を検討

して、さらには近隣の施設などもございますか

ら、そういうところのバランスなども勘案して、

多くの市民の皆さんが気軽に利用できるような

料金を設定していきたいというふうに考えてい

るところでございます。 

○柏倉信一議長 鈴木議員。 

○鈴木みゆき議員 源泉の泉質は単純温泉、ナト

リウムイオン、カリウムイオン、マグネシウム

イオンなど豊富な成分を含んでおり、あったま

りの湯です。毎日通いたいと思われる方も多い

はずです。市長おっしゃったように、施設の利

用料金設定もなるべく安価な方向で考慮してい

ただきたいと思います。 

  次に参ります。（５）設計についてです。 

  建設予定地に行ってみますと、最上川を眺望

できるような場所になります、新たな施設の一

番のお勧めとして、最上川を臨む眺望風呂や露

天風呂など要望がありますが、いかがでしょう

か。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 ちょっと具体的な設計はこれか

らになりますけれども、現時点で考えている内

容などについて課長のほうからお答えをしたい

と思います。 
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○柏倉信一議長 那須市民生活課長。 

○那須清人市民生活課長 設計についてでござい

ますけれども、現段階では県と設置許可につい

て協議中でございますので、具体的な内容につ

きましてはまだ未定でございます。 

  しかしながら、議員のおっしゃるとおり、眺

望がよい、またロケーションはよいという点も、

この地点が第１候補に選ばれた評価のポイント

でもありますので、先ほどの利用料金とともに

施設内容につきましても、できるだけ皆様が利

用して満足いただけるような施設にしてまいり

たいと考えております。 

○柏倉信一議長 鈴木議員。 

○鈴木みゆき議員 最上川に面しているというこ

とで、山も見えますし川の景色もいいところで

す。ぜひ設計の段階に入りましたら取り入れて

いただきたいと思います。 

  続きまして、（６）施設内の物販等について

です。 

  近隣の類似する施設である大江町のテルメ柏

陵健康温泉では、施設内にレストランやカラオ

ケルームなどがあり、山辺町の山辺健康保護セ

ンターには、食堂と産直、介護が必要な方でも

温泉を楽しむことができる家族風呂などが施設

内にあります。新しい施設では、そこまで装備

できないにしても、産直や軽食コーナーなどを

設けることはできますか。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 これについても、これからいろ

いろ検討していかなければならないというふう

に思いますが、ただいま例に出された他の自治

体の施設というのは、どちらかというとほかに

民間の施設がない、同様な施設がないところか

なというふうに思います。寒河江では、他の民

間のこういう浴場の施設などもありますから、

そういった点なども我々は検討していかなきゃ

ならんというふうに考えておりますが、できる

だけ満足のいただけるような施設にしていきた

いというふうに思いますし、またこの件に関し

ては、そのことだけでなくて利益を上げるとい

うことについては県との協議の部分もございま

すので、そういったところを十分協議を進めて、

御提案の点などについても検討していきたいと

いうふうに考えております。 

○柏倉信一議長 鈴木議員。 

○鈴木みゆき議員 県の制約があるので、なかな

か利益目的の物販は難しいとのことですが、ぜ

ひ検討に入れていただければと思います。 

  続きまして、（７）交通量増加に伴う道路整

備について伺います。 

  新しい施設の建設により、交通量がふえるこ

とが予測されます。ちょうど道路がカーブして

いるところの先に建物が建てられ、車の入り口

はカーブの先になると思います。ここは、以前

から歩道もなく、歩行者にとって危険であり、

車にとっても見通しが悪いところです。歩行者

と車の安全を守るために、道路整備をどのよう

にお考えですか。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 新たな移転場所については、先

ほど申しあげましたとおり、御指摘のとおり市

道島西１号線沿いに建設をするという第１案で

検討を進めているわけでありますが、その場合、

出入り口については、現市道に面した位置にな

るというふうに考えられるわけであります。そ

ういうことであれば、施設がオープンをすれば、

御指摘のとおり交通量が増加していくわけであ

ります。 

  また、この路線については都市計画道路寒河

江川橋最上川ふるさと総合公園線というふうに

位置づけられております都市計画マスタープラ

ンの中では、中長期的に幅員を見直しをすると

いう方針になっております。今後、幅員の見直

しを検討して整備を進めていく必要があるとい

うふうに考えております。 

  また、御指摘のとおり中学生の通学路でもあ
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りますから、交通量が増加をしていくと危険な

路線になっていくというふうに認識もあるわけ

でありますので、我々としては安心して通学で

きるような、そういう道路整備を検討していく

必要があるというふうに考えているところであ

ります。 

○柏倉信一議長 鈴木議員。 

○鈴木みゆき議員 都市計画道路の中に入ってい

たということですね。今後交通量が増加するか

もしれない、車や歩行者の交通が危険だと判断

された場合、優先順位を見ながら計画の中で検

討していっていただけるということですね。 

  土地の買収などで道路の拡張が難しいのであ

れば、同じく都市計画道路にエントリーされて

おります島の泉蓮寺から北に向かう農道を拡張

し、高速道路の下を通り市内へと交通できるよ

うにすることも、交通量を減らすことになりま

すので、あわせて検討していただきたいと思い

ます。 

  島地区に新しい施設、温水利用型健康運動施

設ができることは、地域住民の方々や寒河江市

民にとって楽しみであり、期待の大きいもので

ございます。御高齢の方は歩いて通い、温泉を

利用し、健康維持、健康増進のためにも欠かせ

ないものであります。さらに多くの寒河江市民

の皆様に利用していただけるよう、遠方の方で

も市の循環バスを利用するなど交通アクセスを

お知らせし、連携することも必要ではないかと

思います。県からの制約もいろいろおありでし

ょうが、ぜひ新しい施設の建設をお願いしたい

と思います。 

  私は、全ての年代の方が住みたい、住み続け

たいと思えるような地域へ、寒河江市へとなる

よう、議員として活動してまいりたいと思いま

す。 

  これにて質問を終わります。ありがとうござ

いました。 

 

月光裕晶議員の質問 

 

○柏倉信一議長 通告番号５番、６番について、

５番月光裕晶議員。 

○月光裕晶議員 初めて市議会議員に当選させて

いただきまして４カ月を過ぎました。まだまだ

新人で勉強の最中でございますが、本日もよろ

しくお願いいたします。 

  私の市議会議員としての使命は、市民の声を

届けるということでございます。いろんな要望

が私のもとに届きます。ただ、私から市のほう

にそういった要望を届けるのも大事なんですが、

市民の声というのは要望だけではございません。

今多く聞こえている声を、一つこの場をおかり

して代弁させていただきたいなと思います。 

  私は、柴橋地区の中郷の出身です。柴橋地区

の一つであります柴橋小学校の学区の中でも、

かなり多くの子供が通っている落衣地区という

のがございます。夏前ぐらいに、その落衣の区

長さんから市のほうに要望が行ったと思います。

内容は、落衣にある公園、住宅街の中にある公

園の中に木でできた遊具がございます。その遊

具で遊んでいた子供たちが、その木のところか

らささくれが何本か出ていまして、それを手で

伝って進んでいく遊具なんですが、そのささく

れが刺さって何人かけがをされた。時期的にも、

ああいった木のところにはクマバチがかなりの

数が来ていて、それも子供たちに危ないという

ことで、何とかしていただけないかという要望

が市のほうに行ったかと思います。それに関し

て、結果子供たちがよく遊ぶであろう夏休みの

前に直していただき、迅速な対応をしていただ

き、本当にありがとうございました。落衣の区

長さんですとか落衣地区の保護者の方、それと

お盆のときにお孫さんが遊びに来られるおじい

ちゃん、おばあちゃんたち、そういった方から

感謝の声が届いておりますので、かわって御礼

を申しあげたいと思います。本当にありがとう
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ございます。 

  それでは、質問に移らせていただきます。 

  通告番号５番、チェリーランドの芝生広場に

ついて質問をさせていただきたいと思います。 

  今、御年配の方に何かスポーツをやっていま

すかと聞きますと、グラウンドゴルフと返って

くるのが一番多いのではないでしょうか。地域

の年配の方にお出かけですかと尋ねると、これ

からグラウンドゴルフ行くんですと楽しそうに

出かけていく方も多いです。一昔前までは、ゲ

ートボールをやられている方が多かったと思い

ますが、今は圧倒的にグラウンドゴルフをして

いる方が多いかと思われます。 

  この前出されたチェリーランドの再整備計画

案の中にも、ゲートボール場の昨年度の利用実

績はなしとなっており、芝生広場はグラウンド

ゴルフの方を中心に利用者が多いと記されてお

りました。多方面からグラウンドゴルフ用に整

備してほしいという意見を多数いただいており

ます。 

  そこで、芝生広場の活用状況と現状について

お伺いしたいと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 月光議員からチェリーランドの

芝生広場の活用状況、現在の整備の状況という

御質問でありますので、建設管理課長のほうか

ら具体的にお答えをしたいと思います。 

○柏倉信一議長 土田建設管理課長。 

○土田理一建設管理課長 お答えいたします。 

  チェリーランド河川公園の芝生広場の活用状

況でございますが、占用での申し込みがあった

ものについては、平成28年度は560件、利用者

数約２万5,000人、平成29年度は350件、利用者

数約３万2,000人、昨年度平成30年度は300件、

利用者数約２万7,000人となっております。 

  申請の内訳につきましては、やはり最近ブー

ムであるグラウンドゴルフの愛好者の増加に伴

い、９割がグラウンドゴルフの利用で、残りは

幼稚園、親子行事などで利用されているようで

す。 

  また、現在の整備状況につきましては、指定

管理者による芝生の管理がメーンとなっており、

芝刈り、除草、施肥、殺菌剤などの薬剤散布な

どとなっております。以上でございます。 

○柏倉信一議長 月光議員。 

○月光裕晶議員 やはりグラウンドゴルフで使用

されるのが一番多いというのがわかりました。

それもかなりの割合で使われているんだなとい

うこともわかりました。 

  次に、芝生広場におけるグラウンドゴルフの

設備についてお伺いしたいと思います。 

  芝生広場については、今課長さんがおっしゃ

ったとおり、グラウンドゴルフでの活用がかな

り多いですが、やはり残りの小さなお子さんが

遊んでいる姿や走り回っている姿もよく見かけ

ます。しかし、競技人口が多くなっている今日、

寒河江市にはグラウンドゴルフ専用の競技場と

いうものがありません。 

  朝日町には、大きなグラウンドゴルフ場が２

つあり、無料でいつでも利用できるようになっ

ております。私が行ったのは夕方の５時ぐらい

にちょっと見に行かせていただいたんですが、

それでもまだ何組かの方がプレーをされており

ました。少しお話を聞いたんですけれども、や

はり暑いところ、時間帯を外して来ているよう

なので、午前中と夕方にやっぱりなるらしいん

ですが、それでも私がお話を聞いた方は毎日来

ていると言っておりました。やはり、男性だけ

でなく女性もかなり多く見られました。 

  西川町では、川沿いに専用のグラウンドがあ

って、川沿いなのでボールが川に落ちてしまう

危険性がありますので、川側にボールが落ちな

いようにネットが整備されておりました。それ

と、大き目の休憩所がどんと設置されていたり

と、結構充実した施設になっておりました。 

  そういった設備の面から見ると、やはり芝生
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広場、グラウンドゴルフ場としてはほかの市町

村に劣るかなと思います。まず、日陰が少ない。

やはり朝の涼しい時間帯に寒河江ではプレーし

ているようですが、やはりこのごろ５月ぐらい

から本当に暑くなってきておりますので、本当

に暑い時期には熱中症が心配されますし、芝生

広場西側に大きなテントございますが、テント

で休むことができるというのは、やはりその近

辺でプレーをされている方。芝生広場というの

は東西に物すごい長いので、東側でプレーして

いる方はずっと直射日光を浴びながらプレーし

ているようです。ほかのところですと、木があ

ったりですとか日陰があるんですが、芝生広場

は日陰がありませんので、東側にもう一つ日陰

が必要なのかなと思っております。 

  それと、その西側にあるテント内にあるテー

ブルやベンチですね、これもかなり老朽化が激

しいというお声がありました。御年配の方はず

っと立っているのも大変なこともありますので、

やはりベンチに腰かけて休憩することもありま

す。それと、競技終了後にテーブルやベンチを

利用して、少しお話をしてからお帰りになるな

ど、使用頻度は高いと思われます。そして、芝

生広場もやはり川沿いになりますので、西川町

のように川沿いのほうに、本当にちょっとの高

さでいいと思いますのでネットを張るなど、グ

ラウンドゴルフに適した整備をする必要がある

のではないかと思います。 

  それと、ほかの市町村のグラウンドゴルフ場

に比べると、芝生の面がぼこぼこして、やはり

走り回るお子さんたちももちろんいらっしゃい

ますので、芝生の面がぼこぼこになってしまっ

ていて、グラウンドゴルフに余り適した状態で

はないと、そういうお声もいただいております。 

  現在、チェリーランド再整備計画案のパブリ

ックコメントを行っているところではあります

が、このグラウンドゴルフの設備についてどの

ような設備をいつごろ実施予定かをお伺いした

いと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 チェリーランドの芝生広場に関

しては、寒河江市のグラウンドゴルフ協会のほ

うから、昨年の10月22日に私宛てにこう要望書

をいただいております。要望内容は４点ござい

まして、１つは、チェリーランド河川芝生敷地

内のテント及び木製テーブル、ベンチ等の整備

をお願いしたい。２つ目は、チェリーランド河

川敷から施設内トイレへ行く階段の新設をお願

いしたい。３つ目は、チェリーランド河川敷公

園へのベンチの設置をお願いしたい。４つ目は、

グラウンドゴルフ場の常設についてお願いをし

たいと、こういう４項目になってございます。 

  グラウンドゴルフの愛好者は大変ふえており

ますし、来年５月にはこのチェリーランドの芝

生広場でレディースの大会が開催されるという

ふうにも聞いております。そういったことから、

御要望があります手すりつきの階段の整備、そ

れから大型テントの補修などについて早急に整

備を予定しているところでございます。この大

型テントについては、開会式をしたりするとき

は、そこに皆さん集まって開会式をするのであ

りますね。そういう意味で大変グラウンドゴル

フの愛好者の皆さんには利用していただいてい

るテントであります。グラウンドゴルフですか

ら、１つのところに固まっているわけでなくて、

ずっとホールを渡り歩くスポーツなので、そう

いう意味で最初と最後の集まるテントというの

は大変大事だというふうに聞いておりますので、

そういう整備をしていきたいというふうに考え

ております。 

  芝生広場の芝の整備について御指摘がありま

したが、協会の皆さんから御意見をお聞きをし

た上で検討していきたいというふうに考えてお

ります。 

  それから、４つ目の要望の常設のグラウンド

ゴルフ場の整備ということでありましたが、協
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会のほうに確認をさせていただいたところ、必

ずしもチェリーランドの現在の芝生広場をとい

うことではなくて、別の場所でも結構ですので、

ホールポストやスタートマットが常設、常備さ

れた専用のグラウンドゴルフ場を整備してもら

いたいと、こういうことであります。これは、

我々のほうも大いに検討させていただきたいと

いうふうに考えているところであります。 

  御案内のとおり、チェリーランド再整備計画

については、パブリックコメントで御意見を募

集しているところでありますので、ぜひこの河

川公園の整備についてもいろんな御意見をいた

だきながら、今後の整備を検討してきたいとい

うふうに考えているところであります。 

  それから、近隣の町の状況なども御披露あり

ましたが、河北町、西川町、朝日町には専用の

グラウンドゴルフ場が、施設があるということ

であります。大江町では、本市同様都市公園の

芝生広場を利用しているということであります。

全ての町で料金は無料になっているようであり

まして、町のグラウンドゴルフ協会に管理を委

託しているというような、管理をお願いしてい

るというふうに聞いています。ただ、中山町に

あるグラウンドゴルフ場は、日本グラウンドゴ

ルフ協会の公認コースになっています。こちら

は無料ではなくて、料金は高校生以上１日券が

250円、年間券が7,720円となっております。１

コース貸し切りますと、１日１万290円と、こ

ういうふうになっているようでございます。 

  いずれにしても、芝生広場についていろんな

御意見を頂戴しながら、リニューアルするチェ

リーランドにふさわしいような施設づくりを目

指していきたいというふうに考えております。 

○柏倉信一議長 月光議員。 

○月光裕晶議員 前向きに検討してくださるとい

うことで、本当にありがたいお返事だと思って

おります。やはり、中山町のグラウンドゴルフ

場に限ったことではないとは思うんですが、そ

こでグラウンドゴルフをした帰りに温泉施設に

寄って帰ってくるという方がかなり多くいらっ

しゃると思いますので、もし常設のグラウンド

ゴルフ場、もしつくる予定がございましたら、

ぜひ温泉施設の近くにでも御検討いただいても

いいのかなと思います。 

  今寒河江市のグラウンドゴルフの競技人口、

協会の会員数だけで162名だそうです。男性が

111名、女性が51名。年代別に見て、一番多い

のは75歳から79歳、御高齢の方になると90歳以

上の方がお一人と、95歳以上の方もお一人いら

っしゃるそうです。プレーの頻度としては、多

いときで週４日から５日、人数は50人から90人

ぐらい大体いらっしゃると。朝８時から11時ぐ

らいまでプレーしているということでした。75

歳から79歳の方が半数を占める協会の方で、週

４～５日で３時間プレーしていると。とても健

康的なことだと思います。ただ、やはり設備が

整っている中山町や朝日町に行かれる方もいる

そうです。 

  さらに、先ほど市長がおっしゃいました村山

ブロックのレディース大会、去年は山辺で、こ

としは天童で行われたそうですが、来年はチェ

リーランドの芝生広場でやるということです。

参加人数は、毎年192人だそうです。最高齢は

98歳、大正10年生まれの方も参加しているよう

です。グラウンドゴルフ協会の方が、来年の寒

河江で大会が行われるのは、やはり設備の面で

ほかの市町村に劣るため、ちょっと恥ずかしい

と言っておりましたので、これらのことからグ

ラウンドゴルフに適した整備をすることによっ

て、グラウンドゴルフをするために、やはり市

内の方だけでなく市外の御年配の方も訪れるよ

うになってくださって、それがチェリーランド

の芝生広場であれば、チェリーランドを有効に

活用できるのではないかと思っております。そ

して、スポーツをして体を動かすことによって

健康維持になり、市民の皆様に充実した生活を
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送ってもらえるのではないかと思います。 

  ぜひ、芝生広場をもっともっとグラウンドゴ

ルフに適した状態に整備をしていただけるよう、

そしてチェリーランドの再整備計画の中でも、

まずは市民のためになる階段や手すりの整備を

いち早くやってくださいますよう御検討をよろ

しくお願いいたします。 

  次に、通告番号６番、市民向けのガイドブッ

クについてお伺いします。 

  最近、山形市では「山形市くらしのガイド」、

天童市では「暮らしの便利帳」という市民向け

のガイド本が発行されました。寒河江市でも、

10年ぐらい前に一度発行していますが、もう忘

れている方も多くいらっしゃるかと思います。

こちらですね。発行は21年の６月となっており

ますので、やはり10年ぐらい前ですね。私は７

年前ぐらいにこの寒河江市に戻ってきましたが、

この本の存在、全く知りませんでした、知った

のはごく最近なんですが。 

  本の内容としては、もう皆さん御存じのとお

り、各庁舎の案内や電話番号、届け出や証明書

発行に必要なものや留意事項、年金や税金、保

険に関すること、ごみの出し方、市内の病院の

地図や電話番号、市の施設の紹介やその利用料

など、そのほかにも市民の暮らしにとって重要

な情報が掲載されております。何か生活で困っ

たことがあれば、この本を開けば大抵のことは

書いてあるというような内容に、特に今回発行

された山形市のはなっているなと、見させてい

ただいて感じました。インターネットを使うの

になれていない世代や、ひとり暮らしの高齢者

などにはとても重宝するものではないかと思い

ます。それと同時に、市役所各窓口の問い合わ

せなども減り、職員の皆様への負担の軽減にも

なるかと思います。 

  そこで、ガイドブックのこれまでの発行状況

をお伺いしたいと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 これまでのガイドブックの発行

状況について、企画創成課長からお答えを申し

あげます。 

○柏倉信一議長 中田企画創成課長。 

○中田隆行企画創成課長 お答えいたします。 

  議員御指摘のとおり、平成21年６月に寒河江

暮らしの便利帳を発行しております。当該ガイ

ドブックは、市窓口での各種手続や観光、特産

物などの地域情報、医療情報を１つにまとめ、

官民共同事業として市の財政負担なしに市内企

業からの御協賛いただいた広告掲載費用より製

作し、全世帯に配布したものでございます。以

上です。 

○柏倉信一議長 月光議員。 

○月光裕晶議員 今おっしゃったように、このガ

イドブックのポイントは、市のお金を使って発

行しているものではないということだと思いま

す。民間企業と共同で発行して全戸に無償で配

布しているようですね。 

  以前は、その業者さんと広告を出す企業が集

まらずにトラブルになったこともあると聞いて

おりますし、そのことに関してほかの市町村の

担当の方に直接お話をお聞きしましたところ、

数年前に発行したときは確かにそういったトラ

ブルがあったというのが、寒河江市以外でもあ

ったそうです。ですので、今回の発行、その新

しく発行するときにプロポーザル方式で業者を

選定した結果、そういったトラブルとかも何も

なく、問題なく発行できたと職員さんのほうか

らおっしゃっておりました。それと同時に、役

所の職員さんが何かしたりとか動いたことはほ

とんどなかった、全て業者のほうでやってくれ

たと言っておりました。 

  中身が、やはりカラーページで字が大きくな

っておりまして、高齢者にとても優しいつくり

だなと思いました。広告が多いつくりにはなっ

てはいますが、この広告を出すことによって市

の企業を知ってもらうことができますし、そし
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て市には後にかかる費用の負担がなく、市民に

必要な情報をお届けできるということになるか

と思います。今は若い人も手軽に利用できるよ

うに、スマホのアプリですとかインターネット

の閲覧もできるようになっております。 

  前のほうの情報は、大分古くなってきている

と思います。そこで、ガイドブックの発行を検

討しているのかお伺いしたいと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 １回目は、平成21年に初めて発

行させていただきましたが、それから10年をた

ってということで、再発行をどうかという御提

案であります。この再発行の検討状況などにつ

いては、担当課長のほうからお答えをしたいと

いうふうに思います。 

○柏倉信一議長 中田企画創成課長。 

○中田隆行企画創成課長 お答えいたします。 

  市民向けのガイドブック、暮らしの便利帳に

ついては、市で担当課などから掲載する情報を

取りまとめ提供し、事業者が監修と製本を行い、

市に納入していただいたところでございます。

事業者から事業提案を受け、発行までにおおむ

ね７カ月ほどの時間を要したほか、掲載する情

報の集約や広告出展者の募集等に多くの時間と

労力を要しました。 

  ただ、先ほど議員がおっしゃったように、他

市町の状況をお聞きしますと、そういった点は

改善されているということでございますので、

検討するに値するのかなと考えております。 

  ただ、市民向けガイドブックの暮らしの便利

帳ですけれども、発行までに時間がかかるとい

うことや、情報提供の方法をさらに検討する必

要があると考えておりますので、今後市民の皆

さんが市政の情報を得るためにどのような方法

を活用しているのかなどをお伺いしながら、最

新の情報を提供する手法について研究してまい

りたいと考えております。以上でございます。 

○柏倉信一議長 月光議員。 

○月光裕晶議員 このガイドブックではなくても、

市民の方がそういった情報を簡単に知れるよう

なものであれば、私は何でも構わないと思って

おりますので、どうか検討のほうお願いしたい

と思います。 

  それと、それに並行して、これは酒田のなん

ですが、子育てガイドブックというのがござい

ます。これは、私も今子育ての真っ最中でござ

いまして、中を見てみますと、やはり子育てに

重要なことが結構書いてありまして、長井市な

どでも発行しているそうです。本当にお子さん

のいる家にはとても便利なものだと思います。 

  主な内容としては、妊娠、出産、子育ての中

で受けられる助成や手当、それを表でわかりや

すくあらわしていたりですとか、救急病院や休

日診療所の連絡先、その他予防接種、乳幼児の

健康診査などの一覧表、子供を預けるに当たっ

て年齢別ですとか、それと幼稚園か保育園かで

どういったところに入れるのかですとか、なけ

ればだめというものではないのですが、あると

うれしいなという内容になっております。 

  こういった子育てガイドブックなども含めた

全てのガイドブック、こういった情報源はお年

寄りだけでなく子育て世代、あと転入してくる

人たちにも便利かと思いますので、もちろん市

単独で、先ほどおっしゃったように、こういっ

たガイドブックにこだわらずに市単独でつくっ

ていただいてもいいですし、業者さんも今何件

かございますので、よりよい業者さんを選定し

ていただいてもいいですし、ぜひ市民の方が手

軽に情報を共有できる何かを新しく作成を検討

していただきたいと思っております。 

  では、質問は以上でございます。ありがとう

ございます。 

○柏倉信一議長 この際、暫時休憩いたします。 

  再開は午後１時といたします。 

 休 憩 午前１１時５４分  

 再 開 午後 １時００分  
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○柏倉信一議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  渡邉議員から、発言訂正の申し出があります

ので、これを許可します。渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 本日の一般質問の数字の訂正で

ございます。通告番号１番、笑顔あふれる健康

長寿社会さがえの地域包括ケアシステム構築に

ついて、（１）高齢者福祉計画・第７期介護保

険事業計画の実施状況についての質問中、１カ

所数字の訂正をお願いいたします。 

  高齢者夫婦世帯の人数を3,298人と発言いた

しましたが、正しくは3,414人でございました。 

  以上、訂正をよろしくお願いいたします。 

 

後藤健一郎議員の質問 

 

○柏倉信一議長 通告番号７番、８番について、

６番後藤健一郎議員。 

○後藤健一郎議員 本日の一般質問、４人目とい

うことですので、早速私のほうからは通告に沿

って順次質問をさせていただきたいと思います。 

  まずは、通告番号７番、ふるさと納税の現状

についてです。 

  ふるさと納税という制度が始まりまして11年

が経過いたしました。当初の平成20年度は、全

国で81億4,000万円でしたけれども、クレジッ

トカード決済やワンストップ特例制度などが導

入されまして、ふるさと納税しやすくなったこ

とに加えて、利用者にとっては非常にお得な仕

組みなので、一度ふるさと納税をした方は次年

度も続ける傾向にあり、このふるさと納税市場

は近年急成長しております。ことし８月２日に

総務省から発表された平成30年度の実績は、全

体で5,127億円と前年度対比で1.4倍になりまし

た。 

  今定例会に上程されておりますけれども、平

成30年度の寒河江市のふるさと納税受け入れ額

は35億1,000万円強で、山形県内で第１位、全

国でも18番目というすばらしい結果となってお

ります。この結果は、市役所職員の皆様や返礼

品生産者の皆さんの御尽力のたまものと思いま

すが、非常にこのように目立つことだけに、市

民の皆様から疑問や質問、あるいは危惧をする

声も少なからずいただいておりますので、今回

一般質問をさせていただくものです。 

  まず、最初に伺いたいのは、今行っている今

年度のふるさと納税についてです。 

  寒河江市のふるさと納税返礼品の１つにさく

らんぼがございます。さくらんぼは、昨年まで

豊作が続きました。しかし、市長からのおとと

いの市政の概況にもありましたし、本日の新聞

報道には詳細載っておりましたけれども、こと

しは過去10年で最少という、非常に収穫量が少

ない不作であった上に、寒河江西村山地域にお

いては収穫間際の時期に強風そして降ひょうの

被害もございました。私もさくらんぼ農家さん

にシーズン中伺ったところ、ことしはもう品薄

で行き先がもう全て決まっていると、なので新

規の注文は全てお断りしているんだというよう

なお話を伺ってまいりました。そんな声を聞い

ておりますと、ふるさと納税の返礼品として、

昨年度のうちに御要望いただいていた分は確保

できていたのだろうかという不安になりました。

今年度のふるさと納税返礼品におけるさくらん

ぼの充足について伺います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 ふるさと納税の現状ということ

で御質問いただきましたが、ことしのさくらん

ぼの充足はどうかという具体的なお話なので、

担当課長のほうからお答えを申しあげたいと思

います。 

○柏倉信一議長 中田企画創成課長。 

○中田隆行企画創成課長 お答えいたします。 

  さくらんぼ等を含む全ての農産物については、

収穫前からふるさと納税の返礼品として寄附を

受け付けしておりますが、受け付けをする数量
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につきましては、協力事業者や生産者と打ち合

わせを行い決定しております。 

  具体的に申しあげますと、最初は不作であっ

ても返礼品にふさわしいものとして提供いただ

ける数量を提示していただき、その後開花や実

つきの状況等、生育状況により数量を追加する

などの調整をしているところでございます。結

果的に、確保数や品質等で特段の問題は発生せ

ず、令和元年度産のさくらんぼにつきましては、

前年度比1.2倍の約31トンを返礼品として送付

させていただいたところでございます。以上で

す。 

○柏倉信一議長 後藤議員。 

○後藤健一郎議員 ありがとうございました。非

常に私の不安は危惧に終わっていたということ

で、非常にいい、ありがたい対応だなと思いま

した。全てその生産状況に応じて、最初のうち

はもう不作であっても、そして非常に大事なと

ころだと思うんですが、お送りするのに品質で

いいというラインを必ず持って、だからもう不

作だからしようがないということではなくて、

このラインまでというちゃんとライン引きをし

ていただいて、後に開花の状況であったり生育

の状況によって、受け付けのほうを調整してい

ただいているということで、こちらさくらんぼ

に限らず、今からお米だったり、そのほか農産

物もたくさんあるわけですけれども、そういっ

た取り組みをしていただけるのであれば非常に、

やはり自然は、特に近年は、先ほどからお話も

ありますけれども、異常気象という言葉がもう

異常ではなくなるぐらいのレベルで頻発してお

りますので、そういう状況にも対応していただ

けるような今取り組みをしていただいていると

いうことで、非常に安心いたしました。 

  さて、その生産量もさることながら、どうし

てもさくらんぼのようなデリケートな農作物は、

やはり遠方に送付するとなるとクレームがやっ

ぱり起きやすいものではないかと私は考えます。

これから寒河江は秋の果物シーズンを迎え、例

えば桃だったりブドウだったりといったさくら

んぼ同様に非常にデリケートな果物が返礼品と

して上がっておりますので、やはりそういった

ものを送付する場合には、さくらんぼ同様クレ

ームが起きやすいのではないかと素人ながらに

考えます。返礼品で、多分最もデリケートだと

思うこのさくらんぼのシーズンを終えて、どう

いったクレームがあったのかを教えてください。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 具体的なさくらんぼについての

クレームの件数あるいは内容などについても、

企画創成課長のほうからお答えを申しあげます。 

○柏倉信一議長 中田企画創成課長。 

○中田隆行企画創成課長 お答えいたします。 

  さくらんぼがデリケートな果物であることは、

議員が御指摘のとおりでございますが、返礼品

としてお届けさせていただくものは、協力事業

者及び生産者の協力を得て、寒河江市の宝物と

して胸を張って送れるものだけを送付いただい

ておりますので、クレーム数につきましてはご

く少数でございました。具体的な数字を申しあ

げますと、全体の送付件数に対する苦情の件数

の割合としましては0.4％程度となっておりま

した。 

  クレームの内容につきましてですが、輸送中

に冷風口付近に荷積みされたことによる変色や

軟化等が原因と思われるものが大半でございま

した。以上です。 

○柏倉信一議長 後藤議員。 

○後藤健一郎議員 ありがとうございます。すば

らしいですね。寒河江市のやっぱり宝物として

胸を張ってお出しできるものだけをお送りして

いるということで、そのいわゆる品質について

のクレームではなくて、やはり送付、これはも

うどの手段をとってもそういうのが出てくると

思うんですけれども、冷風口の近くに置いたた

めに、その置いた商品が軟化したり変色すると
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いうことでございました。割合としては0.4％

ということですので、非常に少ないとは思うん

ですけれども、どうしてもこういったクレーム

であると、私たちとしてはなかなか対応しづら

いものだと思うんですが、こちら側としてどう

いったものができるかを伺いたいと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 この件についても、企画創成課

長のほうからお答えを申しあげます。 

○柏倉信一議長 中田企画創成課長。 

○中田隆行企画創成課長 お答えいたします。 

  引き続き協力事業者や生産者の皆様から、寒

河江市の誇れる宝物として間違いのないものを

提供いただけるよう御協力をいただくとともに、

輸送が原因となるトラブルを防ぐための荷積み

の方法等について、具体的に申しあげますと冷

気の当たらないように荷積みをするとか、箱に

スポンジを入れるとかといった対応になります

が、そういった方法等について情報を共有して

いくことが重要であると考えております。以上

です。 

○柏倉信一議長 後藤議員。 

○後藤健一郎議員 そういった、品物自体ももち

ろんそうなんですが、技術的に冷気が当たらな

いようにしてお送りするということで、ぜひそ

ちらのほうを徹底していただければと思います。

0.4％なので、私自身もそうですけれども、考

えるに非常に数としては少ないものだと思いま

すが、やはりいただいた方にとってはそれが

100％ですので、その0.4％に当たった方は、も

う寒河江市のイメージイコールそれになってし

まうというところがあると思いますので、でき

るだけこの数字を限りなく、今も非常に少ない

数字ではありますが、抑えていただくように、

こちら新しい技術的なもの、もしくは包装の工

夫とでもいうんでしょうかね、を取り組んでい

ただければと思います。 

  先ほど申しあげましたけれども、ことしはさ

くらんぼの収穫間際に強風と降ひょうの被害が

ございました。私たち議員団もすぐに現地に伺

い、さくらんぼはもちろんながら、ラ・フラン

ス、リンゴ、ブドウなどの果樹の被害について

緊急の視察を行ったところであります。平成26

年に、天童市ではこの降ひょう被害に遭ったリ

ンゴやラ・フランスで生食が十分可能なものを

「好ひょうＥＫＢ（えくぼ）リンゴ」と名づけ、

ふるさと納税の特産品として提供し、市がそれ

を農家の方から通常の加工品用よりも高く購入

することで、被害に遭った農家を支援するとい

う取り組みを行っております。 

  果実が育つほどに傷は大きくなりますので、

寒河江の場合はこの天童のときよりも、要は降

ひょうの被害が早かったので傷が大きくなって

おりますし、また先ほどの答弁でもいただきま

したけれども、寒河江市の宝物と胸を張って出

せるものというコンセプトから外れますので、

一概にこれがいいとは言えませんけれども、し

かしその反面、こういった取り組みは返礼品に

プラスして災害支援という側面も加わるために、

支援者の方にとっては非常に受け入れやすい取

り組みではないかと思います。もちろん、それ

はお仕着せのものではなくて、農家の方々が希

望すればという前提条件にはなりますけれども、

寒河江市としてもこういった取り組みはできな

いものかを伺います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 去る６月５日の寒河江市内の一

部地域における強風や降ひょうによる農作物の

被害の状況については、開会日の行政報告で申

しあげたとおりでございます。 

  ふるさと納税の返礼品については、御案内の

とおり高品質の特産品のみを取り扱っているわ

けでありますけれども、このたびのその被害が

生じたことによって、我々としてはＪＡさがえ

西村山の農業協同組合、それから協力事業者の

方々に対して、降ひょう被害のわけあり品を返
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礼品として取り扱うということも可能であるの

で、ぜひその際相談していただきたいという旨

のことはお伝えしているところであります。今

後生育状況が進んで、被害を受けた果実がどう

いう状態でお届けできるかわかってきた段階で、

事業協力者とも相談をして、返礼品として取り

扱いができるかどうか検討していきたいという

ふうに考えているところであります。 

○柏倉信一議長 後藤議員。 

○後藤健一郎議員 わかりました。先ほどからお

話しいただいている、送付のときにお話しいた

だいているやっぱりコンセプトとはちょっと変

わってくるので、そこの点をやはり今までＪＡ

さんだったり協力事業者さんであったりにもず

っとお願いしていたのとちょっと話が違うので、

やはり皆様方はどう思うかというところもある

と思いますし、調べてみたら天童でこのひょう

被害に遭ったのが７月のたしか下旬ごろだった

かと思います。７月下旬にある程度になったと

ころにひょうが当たったものと、６月上旬にま

だ小さいところに当たったひょうの被害では、

多分生育においては、ここではえくぼと称して

いますけれども、いわゆるそのひょうの傷つき

ぐあいがどの程度大きくなるのかと。当たり前

の話ですが、小さいところに当たったのが大き

くなったら、えくぼは６月上旬に当たったもの

のほうが大きくなりますので、どの程度そうい

ったものが出てくるのか、今から状況を見ない

といけないと思いますけれども、もし可能であ

れば、そして生産者の方、協力者の方々がこう

いったものも出せるというお話があれば、ぜひ

そういったところも対応をしていただきたいと

思います。 

  このふるさと納税、先ほど言ったとおり非常

に年々市場が広がっております。というのも、

このふるさと納税は基本的にはインターネット

を介している場合がほとんどであり、そこに先

ほど言ったとおりクレジットカードが使えたり、

ワンストップの特例があったりということで、

非常にやりやすくなっているし、わかりやすく

いろんなサイトもありますので、紹介されてい

るので、インターネットを介してどんどん市場

が広がっております。 

  ただ、やはり心配するのは、そういうふうに

インターネットを介するという場合ですと、や

はり顔が見えませんので、どうしてもそのやり

とり、例えばネット上のメールとかに、もしく

はそのサイトから送られてくる情報がちょっと

私はそこまでのところはわかりませんけれども、

やはり文章だけのやりとりでは細かいニュアン

スが伝わらない分、先ほどの質問でもお答えい

ただきましたけれども、品質にも非常にこだわ

って、こだわってこだわり抜いたところを送ら

なければいけませんし、やりとり一つにとって

も非常に気を使うところが多いかと思います。

もちろん、その努力が結果につながって、寒河

江市のふるさと納税は一昨年度と比較しておお

よそ２倍になったのは、そちらはやっぱり皆さ

んの御努力のおかげと、そして生産者の皆さん

の御尽力のたまものと思っております。 

  ふるさと納税は、年末調整前の11月から12月

に申し込みが殺到します。この２カ月間で全体

の６割が集中するという調査結果もあります。

また、その期間に申し込みが殺到するために、

事務処理を含めますと11月から１月までの３カ

月間、非常にありがたい話ではあるんですけれ

ども、物すごく忙しく、もう担当の方は１分１

秒を争うような忙しさだったかと推測いたしま

す。かといって、この３カ月間だけ増員すると

いうのも、またこれも難しい話かとも思います。

ただでさえ昨年度対比で２倍、しかもその３カ

月間に１年のうちの６割の仕事が集中するとな

ると、もしそれが私の立場だったらと、私その

仕事をやるんだったらと考えたら、どうしても

何万件とかやっているうちには対応が悪くなっ

てくるのもあるんじゃないかと想像いたします。
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なので、昨年の11月からことしの１月にかけて、

現場の状況というのはどうだったのかを教えて

いただければと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 昨年度は総額で35億1,000万円

ということで、件数にしますと15万7,000件の

御寄附をいただいたわけでありますけれども、

先ほど御指摘のとおり、最も寄附が集中をした

12月だけで約８億7,000万円、３万9,000件であ

ります。金額、件数とも年度１年間のうちの約

25％、４分の１が12月に申し込みいただいたと

いうわけであります。そういう意味では、大変

事務も業務も集中をしているということでなろ

うかというふうに思いますが、その寄附受付業

務の委託先である寒河江市観光物産協会からの

報告では、申し込み件数が増加し、作業も増大

したので、12月は通常の２倍以上になる20名の

体制で何とか対応してということを聞いている

ところであります。特に、申し込み受け付け後

の寄附金受領証明書発行業務、それからワンス

トップ申請処理業務が増大したということにな

っているようでありますが、ただこれ去年は35

億だけれども、その前は16億、その前が23億と

いうことで、毎年順調に伸びているということ

であれば、それなりの体制というものを事前に

とれるということにもなりますが、そのふるさ

と納税をめぐる環境も、状況によって大分変わ

ってくる、しょっちゅう変わるということがあ

りますので、必ずしも去年35億だからことしも

30とか40と、こうなるかどうかというのは、ま

だそれは予測できないところがあるので、なか

なかその体制をきちっと事前に準備をして業務

を分散化するということについても、なかなか

こう難しい点があろうかというふうに思います

が、しかしながらことしは去年の経験から、こ

うした業務についての省力化を図っていこうと

いうことで、自動封入機あるいはマイナンバー

入力用自動読み取りスキャナーというような機

材を導入をして、できるだけそういう意味での

省力化も図りながら業務量の増大に対応してい

るというところでございます。 

○柏倉信一議長 後藤議員。 

○後藤健一郎議員 今お話を伺って、やはり非常

に、特に12月が全体の４分の１、25％を占める

ということで、やはり非常に、ありがたいこと

ではあるんですけれども、大変な状況だったな

と。私たち市が直接やっているわけではなくて、

観光物産協会さんがやっていただいているとい

うことで、私たちが直接中まで、どこまでお話

しできるかというところもあるかと思いますけ

れども、12月においては２倍の20名体制だった

ということで、ちょっと市の考え方とすると、

なかなかそこだけ人をふやすというのは物すご

く難しいことではないかと思うんですけれども、

例えばことしも同じように、非常にありがたい

ことに非常に寄附がふえたとなった場合は、や

はりこういう体制をしいていただけるものなん

でしょうか。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 我々としては、ことしもそれな

りに去年の実績並み、あるいはそれ以上のふる

さと納税を期待するわけでありますけれども、

いろんな状況があって、果たしてそういう体制

が、そういう実績がとれるかどうかというのは

わかりませんので、ただ、やっぱりある程度寒

河江市としては返礼品は良質なものを提供して

いるので、受け取った方々はリピーターとして

さらに今年度も来年度もふるさと納税に御協力

をいただける割合が高いのではないかという自

負というんですかね、そういうのを持っており

ますので、そういう意味ではある程度実績を見

込んでいかなければならないということを考え

ております。そういった意味で、そういった場

合のことを想定しながら、労力の軽減あるいは

事前の状況などを踏まえた年末に向けての体制

づくりというものをきちんとしていかなければ
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ならないということで、観光物産協会とも話し

合いをさせていただいているところでございま

す。 

○柏倉信一議長 後藤議員。 

○後藤健一郎議員 わかりました。ぜひ結果のほ

うがそうなっていただけるように、そしてその

際には、もちろん市役所の職員の方々もそうで

すし、生産者の方もそうですし、あとこの発送

その他の業務をやっていただいている観光物産

協会さんに対しても万全の体制をしいていただ

いて、ぜひファンをどんどん広げるということ

をしていただきたいと思います。 

  市内外の方からも、寒河江市のふるさと納税

は非常にその、先ほどから何度もお話出ており

ますけれども、品質もすばらしいし、対応も非

常によいと私は伺っております。ふるさと納税

に限らず、市で行っている、もしくはほかの企

業でもそうですけれども、全ての事業に言える

ことだと思うんですが、評価というものはやっ

ぱり応対してくれた人が全てとなっているかと

思います。これだけの忙しさの中でしっかりと

対応していただいたからこそのこの結果、昨年

度の結果だと思いますので、市長のほうからも、

担当の職員の方はもちろん関係各所の方にもね

ぎらっていただければと思います。 

  総務省は、昨年12月27日にふるさと納税の趣

旨に反している自治体を公表いたしました。寄

附額の３割以上の返礼品を送付している自治体

が52、地場産品でない返礼品を送付している自

治体が100と、改善するどころか、通達以降も

ふえる傾向にあるために、ことし６月には地方

税法を改正し、指定対象外の団体に対してふる

さと納税は特例控除の対象外となるような措置

をとりました。ただ、きのう、おとといの新聞

では、そうなった団体も何か対象にまた戻るみ

たいな話も出ており、どうなるかわかりません

けれども、そういったルールを守らない団体が

いるのに加えて、やはりどうしてもお取り寄せ

感覚という中での利用者も多いために、先ほど

の市長の話もありましたけれども、昨年よかっ

たから今年度もいいとはどうしても限りません。

でも、寒河江市は非常にリピート率が高いとい

うことなので、そこは頑張っていただきたいと

ころではあるんですけれども、このふるさと納

税自身は、その一つ一つの市はどうなるかとい

うのはまだまだわからないところではあります

けれども、財源としては不確定要素が多いんで

すが、一応一つの財源として確立されているも

のだと思います。 

  このように、ふるさと納税にはさまざまな課

題がありますし、功罪どちらもあり、そしてこ

れからどうなっていくのかもまだよくわかって

おりません。しかし、私が思うに、この制度の

最大の功績は、行政も考えてみずから稼いでい

いよと、これまでその行政になかった稼ぐとい

う視点と手段ができたことだと私は思います。

地方創生という言葉が出てきたときに、自治体

を経営していく時代と言われながらも、その具

体的な手段はございませんでした。そんな中で、

やっと出てきた、唯一とも言っていい財源とい

うか手段でありますので、このふるさと納税を、

私を含め皆さんでアイデアを出し合いながらこ

れからも頑張っていただきたいとお願いをいた

しまして、この一般質問については閉じさせて

いただきます。 

  続きまして、通告番号８番、園外保育ルート

と通学路の安全確保についてです。 

  ４月19日に、東京池袋で87歳の男性が運転す

る乗用車が暴走した事故では、自転車で横断歩

道を渡っていた親子が死亡するなど12人が死傷

いたしました。また、５月８日には滋賀県大津

市の交差点で、散歩をしていた保育園児の列に

車が突っ込み、２人が死亡する痛ましい事故が

起きました。私も第３子が現在保育所に通って

おりますので、胸が締めつけられる思いでこの

ニュースを見ました。お悔やみと御冥福をお祈
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りいたします。 

  無防備な歩行者が車に巻き込まれる痛ましい

事故は、これだけに限りません。2016年の国際

道路交通事故データベースによれば、日本と欧

米諸国の年間死亡事故のうち、歩行者、自動車

が巻き込まれた事故の割合を比較しますと、フ

ランスが20.8％、スウェーデン23.7％、ドイツ

27.6％、イギリス30.5％に対し、日本は50.2％

に上り、日本の道路は歩行者にとって非常に危

ないと指摘されております。散歩中の園児や登

下校中の児童らに車が突っ込む死傷事故も繰り

返されており、政府も５月21日に交通事故防止

対策を検討する閣僚会議を開き、未就学児らが

通園や散歩などで日常的に使う道の安全確保策

の取りまとめを指示しております。 

  これらの事故及び政府の指示を受けて、寒河

江市として市立保育所の園外保育ルート及び市

立小学校の通学路について安全確保をしなけれ

ばならないと思いますが、どのような対策をと

ったのか。まずは市立保育所の園外保育ルート

の対応について伺います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 平成29年に国のほうで保育所の

保育指針というのを示しております。その中で

は、保育所外での活動は、保育において子供が

身近な自然や地域社会の人々の生活に触れ、豊

かな体験を得る機会を積極的に設けることが必

要であり、その際移動も含め安全に十分配慮す

ることとされているわけであります。これに伴

って、指導計画や事故防止のためのマニュアル

などを作成して、日常的に点検項目を明確にし

て、定期的に点検を行って、そして文書として

記録をして、その結果に基づいて問題のある箇

所を改善をして、全職員と情報共有をしていく、

共有をしておくことというふうにされているの

であります。 

  市立保育所におきましては、この保育所の保

育指針に沿って、園外保育経路の点検、それか

ら工事箇所の確認、さらに通行上の留意点や職

員の体制などについて、職員間で情報を共有実

施をしているところでございます。先ほどあり

ました、ことし５月の交通事故を受けて、さら

に県から７月５日付で各施設における緊急安全

点検実施の通知がありまして、現在各施設から

の報告を受けて、危険箇所の集約を行っている

ところでございます。 

  今後この危険箇所について、道路管理者それ

から警察など関係機関と情報を共有しながら、

施設において単独で対応できないような箇所に

ついては、市や施設、関係機関が連携をして合

同で点検を実施していくことにしております。

その点検の結果について、合同点検に参加した

各機関で協議をして、交通安全対策が必要な箇

所を抽出をしていくということになっておりま

す。そして、市とその施設においては、この危

険箇所について対応案を作成して、関係機関に

対応を要望していくという手はずになっており

ます。その要望を受けた関係機関では、来年の

令和２年の１月末までにこの対応または方向性

を示していただくという予定に今なっていると

ころであります。 

○柏倉信一議長 後藤議員。 

○後藤健一郎議員 ありがとうございます。 

  済みません、同じ質問になりますけれども、

管轄が違いますので、市立小学校の通学路のほ

うについて対応を伺いたいと思います。 

○柏倉信一議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 小学校の通学路への対応とい

うことでございますけれども、子供たちが被害

に遭った事故につきましては、先ほど議員から

も御指摘がありましたけれども、それ以外にも

５月に川崎市の登戸において登校中の児童等が

死傷するという痛ましい事件が発生しておりま

す。 

  これらの事件を受けまして、政府は関係閣僚

会議を開催いたしまして、登下校時の児童生徒
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等の安全確保の方策を取りまとめております。

その対策の１つとして、８月に文部科学省より、

全国の小中学校において10月末日までに、登下

校時に子供たちが集まる場所等について点検を

実施することが求められているところでありま

す。この調査につきましては、各学校が登下校

時に複数の登校班が集まって集団化する箇所あ

るいは区間、時間帯を抽出いたしまして点検を

実施して、対策を検討、実施するというもので

ございます。その際、必要であれば市教育委員

会あるいは警察署等と合同で点検と対策を検討

あるいは実施をしていくというふうなことにな

っているところであります。 

  本市におきましては、この文科省による調査

の依頼以前におきましても、交通安全及び生活

安全、防犯の観点などから、毎年、学校、市Ｐ

ＴＡ連合会、関係機関それぞれが主体となって

通学路の安全点検を実施しているところであり

ます。 

  まず、学校の取り組みといたしましては、全

ての小学校では年度初めの４月や積雪時の１月

などに、教職員が児童と一緒に歩いて通学路の

安全確認をしたりしております。お尋ねが小学

校ということでございますが、中学校におきま

しても、生徒が地区ごとに通学路の危険な場所

あるいは改善してほしい場所を安全マップにあ

らわしたりして、情報を共有することで注意喚

起をしているということであります。また、Ｐ

ＴＡが通学路を点検して、その点検結果に基づ

いて、危険箇所についてはすぐに児童生徒に指

導したり、各関係機関に対して安全策を講じる

よう要望したりしているところでございます。 

  次に、市Ｐ連の取り組みといたしましては、

毎年、カーブミラーあるいは信号機、横断歩道、

道路標識の設置状況あるいは道路の整備、交通

指導員の配置、通学路の除雪等について市に要

望書を提出いただいて、それをもとに各関係機

関に対応を求めているところでございます。 

  最後に、各関係機関の連携による取り組みで

ございますが、県教育委員会の指導のもとで、

学校それから寒河江警察署の交通課、県及び市

の道路管理者、市の教育委員会が合同で通学路

の点検を実施し、危険箇所における点検状況あ

るいは対策案などについてまとめて、これにつ

きましても関係機関に改善の要望をしていると

ころであります。この取り組みにつきましては、

今年度はこの前、８月29日に実施しているとこ

ろでございます。 

  市の教育委員会といたしましても、これまで

行ってきた、今申しあげましたような毎年実施

してきた通学路の安全点検に、このたびの文科

省の調査、登下校時の児童生徒の集合場所等の

点検という調査でございますが、これも加えま

して関係機関と情報共有、連携を密接に行って、

議員がおっしゃるように交通安全確保の取り組

みの充実につなげていきたいというふうに考え

ているところでございます。 

○柏倉信一議長 後藤議員。 

○後藤健一郎議員 今市長及び教育長からも御答

弁いただきました。実は、次の質問でお話しし

ようかと思ったところだったんですけれども、

今もうお話聞いたところで、もう合同点検を行

って、もう関係各所と情報共有の取り組みとい

うのが行われているということだったので、次

の質問でもその点についてお伺いしようと思っ

ていたんですが、そのようなお答えでしたので、

ちょっとこれを省かせていただきたいとは思う

んですけれども、１点だけ確認させていただき

たいのは、先ほどあったとおり、ことしはこう

いった国だったり県のほうからの指示というの

もあって、いつもよりプラスして行われたとい

うことだったんですが、それがなくても例年こ

ういった保育所だったり小学校、そしてもちろ

ん行政もそうですけれども、警察、道路管理者

等の関係機関が情報を共有して合同点検を行う

というのは、毎年行われているという理解でよ
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ろしいでしょうか。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 先ほど教育長のほうからもお答

えしましたけれども、今回の緊急安全点検をき

っかけとしてそういう取り組みをしていくとい

うことにしているわけでありますけれども、今

後市並びに教育委員会においては、施設関係者

との連携体制を強化して、定期的に情報共有し

て、そういう機会を設けていくということが必

要だろうというふうに認識をしているところで

ございます。 

○柏倉信一議長 後藤議員。 

○後藤健一郎議員 ありがとうございます。やは

り、大事なのはその定期的にというところだと

思います。非常に今回痛ましい事故があったわ

けですけれども、だからといって国や県から指

示が来た、じゃあ点検しようかではなくて、こ

うやって定期的に行っていただけるような仕組

みがあれば、事故はやはり減っていくものと思

います。 

  どうしても先ほど言ったとおり、日本の道路

は歩行者に対して危ないというところがあった

んですけれども、市内でもいろいろ今までの点

検をしていただいて、危ない箇所というのもあ

るかと思います。また、逆に今まではなかった

けれども、急に危なくなった場所というのもあ

るかと思います。やはり住宅とかが急にふえた

ところというのは、これまでのいわゆる既存の

その道路と、住宅がふえたために交通量がつり

合わないということもあろうかと思います。 

  寒河江市内で、今新興住宅地、いわゆる団地

とかはいろいろありますけれども、小さい子供

が急増している新興住宅地といえば、やはりう

ちの学区でもありますけれども、陵南町が挙げ

られるかと思います。非常にあそこも大きい道

路沿いにだんだん住宅が建っているところなん

ですけれども、この陵南町、そして住所でいう

と多分塩水になるんでしょうかね、その陵南町

塩水から小和田を通って船橋、元町方面に抜け

る非常に狭い道路、市道元町小和田線について

危惧している方が、付近住民であったり、あと

チャイルドガードの方とお話しすると、あそこ

の道路はというふうに真っ先に名前が挙がると

ころがあります。この道路は、車１台がぎりぎ

り通れるぐらいの幅員が、そんなに長くはない

んですけれども、大体70～80メートルぐらいあ

りまして、この区間では車が来ると歩行者は沿

道の住宅の軒先に避難して車をやり過ごすとい

う状態になっております。この市道元町小和田

線の、長さ的には多分70～80メートルぐらいに

わたるそんなに長くはないところの該当区間を

拡幅というのはできないものか伺います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 後藤議員から、市道元町小和田

線の拡幅ということで御質問をいただきました

が、具体的な路線でありますので、建設管理課

長のほうからお答えをしたいと思います。 

○柏倉信一議長 土田建設管理課長。 

○土田理一建設管理課長 お答えいたします。 

  市道等の整備につきましては、各地域で整備

が必要な路線を町会長が代表者となり市に要望

書を提出していただいております。当該路線に

つきましては、現時点で要望書の提出はござい

ませんが、地権者の方々の同意があり、整備要

望があれば可能であると考えております。以上

でございます。 

○柏倉信一議長 後藤議員。 

○後藤健一郎議員 わかりました。町会長さんで

あったり、その付近の方、多分そこを通る子供

たちなので、実際そこの町内会に住んでいない

子供たちが通っているというところで、それを

危惧している方もいらっしゃると思いますので、

こちらのほうはまた地元の方等とお話をさせて

いただきたいと思います。 

  先ほど申しあげたこの元町小和田線という道

路が非常に狭いというところがあるんですけれ
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ども、実はこの道路のすぐそばに都市計画道路

の山西鶴田線が整備される計画になっておりま

す。しかし、この都市計画道路は、この該当区

間の手前で長年工事がとまっております。この

都市計画道路が早期に整備されれば、先ほど申

しあげた区間の問題も解決しますし、また今子

供たちがふえている陵南町から中部小学校にあ

る元町へのアクセスも非常によくなるので、都

市計画道路、この山西鶴田線の早期整備を求め

る声が地元にありますけれども、この道路に、

現状といいますか、今後について伺いたいと思

います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 ただいま御質問の都市計画道路

山西鶴田線の整備でありますが、御案内のとお

り西寒河江駅から市道市立病院南線までの約

320メートル区間は供用開始、でき上がってい

るということになるわけでありますけれども、

当時、県営住宅塩水アパートの建設に伴って平

成６年ごろに整備した経緯があるわけでありま

す。また、その先の市道若葉町陵南中学校線ま

での約360メートル区間についての整備が残っ

ている未整備区間というふうになっているとこ

ろであります。 

  御指摘のように、この山西鶴田線については、

都市マスタープランでも中長期的に計画どおり

に行うとしている路線であります。そういう意

味で、大変重要な路線であるというふうに我々

も認識しているところであります。優先順位な

どもあるわけでありますけれども、また先ほど

の市道元町小和田線の代替の路線になり得るか

どうかなどの検討も必要であります。今後の周

辺の交通量、さらには宅地開発の状況などを踏

まえながら、もちろん地域の皆さんの声とか地

権者の方々の考えなどをお聞きした上で、当該

地域において最良な整備の方法について検討し

ていきたいというふうに考えているところであ

ります。 

○柏倉信一議長 後藤議員。 

○後藤健一郎議員 私も、あの道路、長年あのま

ま工事がとまっているなとは思っておりました

が、今お話聞いて、平成６年に整備されたとい

うことは、もう25年ぐらいですか、工事がとま

っていると。とまっているというか、もうその

後、その先が延伸されていないという状態だと

いうことでございました。多分、あのあたりも

25年前といったら今と全くもう違うような状態

だったかと思いますので、周りの状況であった

りというのも鑑みて、ただ都市計画道路もそん

なにどんどんつくれるものではありませんし、

陵東中学校のほうのところも始まったばかりで

ありますので、いろいろと検討しなくてはいけ

ないところはあるかと思いますけれども、ぜひ

その道路の整備というものであったり、もしく

は先ほどのその連絡というところで、時間やお

金とかいろいろかかることではあるとは思いま

すけれども、今回こういった事故があってそう

いうところも見直さなければいけないというと

ころが、寒河江市に限らず全国的にではありま

すけれども、そういった道路の事情を一過性に

終わらせることなく、ぜひ未来を担う子供たち

の命を守る手だてを尽くしていただくことをお

願いいたしまして、私の一般質問を閉じさせて

いただきたいと思います。ありがとうございま

した。 

 

   散    会    午後１時４８分 

 

○柏倉信一議長 以上をもちまして、本日の日程

は終了しました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  御苦労さまでした。 
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